
治
は
忠
直
の
脇
役
的
存
在
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
忠
直
が
背
負
っ
た
の
は
、
為
邦
か
ら
重
朝
へ
の
当
主
の
交
替
が
間
違
っ
て
は
い

な
か
っ
た
こ
と
を
内
外
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
山
僧
侶
と
の
交
流
で
重
朝
の
好
学
と
文
芸
の
才
能
を
中
央
に
伝
え
る
こ
と
で
菊
池
氏
の
評
価
を

国
外
に
広
め
、
藤
崎
宮
の
鋳
鐘
や
阿
蘇
山
本
堂
造
営
を
後
援
し
て
重
朝
の
功
を
国
内
に
周
知
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
重
朝
政
権
の
宿
題
で
あ
っ
た
筑
後
回
復
は
、
訴
訟
も
出
兵
も
成
功
せ

ず
、
却
っ
て
五
条
氏
の
離
反
と
い
う
不
利
す
ら
生
じ
た
。
さ
ら
に
、
大
友
氏
は
大
内
氏
と
の
対
立

関
係
を
修
正
し
た
の
で
地
理
的
に
不
利
な
位
置
に
あ
る
菊
池
氏
は
内
外
に
面
目
を
落
と
し
た
だ
け

の
結
果
と
な
っ
た
。

一
方
、
大
内
氏
は
豊
前
・
筑
前
二
国
を
手
中
に
収
め
、
文
明
十
二
年
二
四
八
○
）
に
当
時
の

連
歌
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
飯
尾
宗
祇
を
九
州
に
招
い
て
い
る
。
宗
祇
は
筑
豊
の
武
家
に
歓
迎
さ

れ
、
各
地
で
連
歌
の
座
に
招
か
れ
て
大
友
氏
の
新
領
国
安
定
に
貢
献
し
て
い
る
。
文
明
十
三
年
に

菊
池
家
中
の
侍
を
集
め
た
菊
池
万
句
は
、
内
に
は
家
中
に
批
判
勢
力
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
政
治

情
勢
を
抑
え
、
外
に
は
菊
池
家
中
の
結
束
力
の
健
在
を
ア
ピ
ー
ル
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
忠
直
の

演
出
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
も
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
隈
部
為
治
は
為
邦
・
重
朝
時
代
の
菊

池
氏
の
歴
史
の
裏
面
と
深
く
か
か
わ
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
、
隈
部
忠
豊
も
系
図
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
永
正
三
年
（
一
五
○
六
）

十
月
十
三
日
の
相
良
文
言
「
城
政
冬
外
二
名
連
署
状
」
舎
隈
部
館
跡
Ⅱ
』
所
収
）
で
は
、
政
隆
が

阿
蘇
惟
長
援
兵
と
し
て
来
陣
し
た
大
友
勢
と
戦
っ
て
両
度
勝
利
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
文

書
に
連
署
し
て
い
る
「
外
二
名
」
と
は
、
内
空
閑
重
載
と
隈
部
忠
豊
で
あ
る
。
文
書
の
上
書
き
に

は
「
隈
部
弥
八
郎
」
と
あ
り
、
名
乗
り
か
ら
は
忠
直
系
・
忠
門
系
に
近
い
し
、
弥
八
郎
か
ら
は
弥

七
郎
衛
年
と
兄
弟
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
同
様
の
連
署
状
は
牛
島
文
言
の
「
菊
池
家
老
臣
連
署
宛

行
写
」
（
熊
本
県
史
料
中
世
編
第
四
）
に
も
見
ら
れ
、
反
政
隆
方
に
傾
い
た
大
勢
に
背
い
て
政
隆
方
と
し

て
終
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
隈
部
親
春
『
隈
部
家
代
々
物
語
』
は
、
島
原
に
隈
部
姓
が
存
在
す
る

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
関
わ
り
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
隆
の
島
原
亡
命
に
随
従
し
た
忠
豊
に
由
来
す

る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

隈
部
の
地
は
、
菊
池
郡
北
部
の
迫
間
川
が
山
間
か
ら
平
場
に
出
た
両
岸
の
隈
府
扇
状
地
一
帯
を

指
し
、
東
に
所
在
す
る
菊
池
川
右
岸
の
木
庭
な
ど
と
は
対
時
す
る
位
置
を
占
め
る
。

隈
部
氏
の
苗
字
は
、
こ
の
地
域
に
由
来
し
、
南
北
朝
内
乱
期
初
め
の
隈
部
城
は
同
氏
の
城
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
や
が
て
菊
池
武
光
の
代
に
菊
池
本
城
と
な
り
、
隈
部
氏
の
城
で
は
な
く
な

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
隈
部
氏
は
苗
字
を
変
え
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
拠
を

他
に
移
し
て
い
な
い
と
云
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
隈
部
氏
が
菊
池
氏
宗
家
の
旗
本
（
直
属
軍
）
と
し

て
主
家
と
一
体
化
し
た
存
在
と
な
っ
た
故
で
あ
る
と
す
れ
ば
説
明
で
き
る
。

隈
部
氏
は
、
城
氏
・
赤
星
氏
の
よ
う
に
菊
池
氏
と
同
族
で
は
な
く
、
室
町
時
代
か
ら
源
姓
を
称

し
て
い
た
こ
と
が
、
隈
部
忠
直
母
の
供
養
塔
銘
文
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
隈
部
系
図

の
い
う
大
和
源
氏
宇
野
親
治
始
祖
説
は
、
他
の
可
能
性
と
と
も
に
再
検
討
の
余
地
が
生
じ
る
。
近

世
前
期
の
記
録
に
よ
り
、
宇
野
を
称
す
る
家
が
山
鹿
湯
ノ
町
別
当
と
し
て
、
少
な
く
と
も
中
世
末

期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
間
の
隈
部
氏
と
の
関
係
は
さ
ら
に
考
え
て

み
る
価
値
は
あ
ろ
う
。

室
町
期
の
隈
部
氏
は
、
二
系
統
を
中
心
と
し
た
複
数
の
五
〜
六
家
の
同
族
集
団
と
し
て
、
菊
池

家
中
で
は
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
が
、
系
譜
上
著
名
な
最
後
の
宗
家
で
あ
る
親
永
・
親
泰
の
親
子
と

ど
う
繋
が
る
か
、
傍
証
す
る
史
料
は
未
確
認
で
あ
る
。
一
方
で
、
菊
池
の
歴
史
展
開
の
過
程
で
重

要
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
系
図
に
洩
れ
て
い
る
人
物
も
指
摘
で
き
る
。

五
、
ま
と
め
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害
の
隈
部
為
治
関
係
文
書
は
、
そ
の
間
の
事
情
と
絡
む
文
明
九
〜
十
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

菊
池
氏
は
伝
統
的
に
肥
後
に
近
い
南
筑
後
の
国
衆
た
ち
と
つ
な
が
り
が
あ
り
、
そ
の
出
兵
が
彼

ら
の
呼
び
水
と
な
っ
て
大
友
勢
と
筑
後
で
対
抗
し
、
南
筑
後
の
実
力
支
配
が
確
保
で
き
る
と
い
う

目
算
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
為
治
が
言
う
よ
う
に
、
大
友
氏
は
菊
池
氏
の
訴
訟
の
年
か
ら
筑
後
国
衆
の
抱
え
込
み

に
か
か
っ
て
味
方
に
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
大
友
氏
と
通
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
五
条
氏
を
も

五
百
町
安
堵
を
条
件
に
菊
池
方
か
ら
離
反
さ
せ
た
か
ら
、
菊
池
の
出
兵
は
効
果
が
な
く
、
却
っ
て

背
後
を
襲
わ
れ
る
危
険
さ
え
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
旧
菊
池
家
重
臣
と
し
て
、
山
を
隔
て

た
筑
後
国
境
の
向
こ
う
に
い
る
五
条
氏
と
は
本
来
周
知
の
関
係
に
あ
っ
た
為
治
で
な
け
れ
ば
で
き

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
政
親
の
為
治
へ
の
上
意
（
態
度
）
も
丁
寧
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
隈
部
為
治
が
な
ぜ
他
国
に
出
て
大
友
と
通
じ
、
系
図
に
も
名
を
残
さ
ぬ
結
果
と
な
っ

た
か
。
為
治
が
菊
池
を
出
た
背
景
に
は
、
菊
池
家
中
の
内
紛
と
関
係
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
為
治
の
名
乗
り
か
ら
み
て
持
朝
の
時
代
は
考
え
ら
れ
ず
、
為
邦
・
重
朝
時
代
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
に
変
わ
っ
た
こ
と
と
い
え
ば
、
壮
年
三
十
六
才
の
為
邦
の
隠
居
と
若
年

十
七
才
の
重
朝
の
家
督
相
続
と
い
う
不
自
然
な
事
件
が
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
歴
史
は
語
ら

な
い
が
、
な
ぜ
か
相
良
文
書
に
残
さ
れ
る
「
菊
池
重
朝
書
状
案
」
で
は
、

「
御
教
書
之
事
、
父
子
不
快
無
御
存
知
、
肥
後
守
と
被
成
下
候
之
由
承
候
、
不
審
之
至
候
、
既

家
督
相
続
之
段
致
注
進
候
之
間
（
略
ご

と
、
幕
府
の
上
使
に
対
し
、
為
邦
と
の
間
に
「
不
快
」
（
対
立
）
が
あ
り
、
家
督
相
続
の
報
告
は

済
ま
せ
て
い
る
の
に
幕
府
は
肥
後
守
宛
て
の
文
書
を
送
っ
て
き
た
の
は
納
得
で
き
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
文
明
十
年
十
二
月
日
付
の
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」
（
大
友
文
書
録
）
は
、
重
朝

に
宛
て
て
「
菊
池
十
郎
殿
」
と
あ
り
、
肥
後
守
と
幕
府
は
認
め
て
い
な
い
。
或
い
は
、
幕
府
は
当

初
、
為
邦
か
ら
重
朝
の
家
督
交
替
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
不
自
然
な
家

督
交
替
の
原
因
を
直
接
語
る
史
料
は
な
い
が
、
交
替
の
あ
っ
た
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
は
、
寛

正
六
年
の
翌
年
に
当
る
。
寛
正
六
年
は
高
良
山
合
戦
が
あ
っ
た
年
で
あ
り
、
大
友
・
菊
池
の
筑
後

守
護
の
半
国
の
分
割
の
幕
府
裁
定
を
無
視
し
た
実
力
行
使
で
菊
池
勢
が
敗
北
し
、
大
将
肥
前
為
安

が
討
死
し
、
筑
後
守
護
職
を
菊
池
氏
は
失
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
で
は
、
恐
ら
く
菊
池
家
中
内
部
で
受
諾
か
実
力
対
決
か
の
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
為

邦
は
寛
正
三
年
以
来
、
為
治
を
幕
府
と
の
交
渉
役
と
し
て
和
戦
両
様
の
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
大
友

に
時
を
与
え
る
と
い
う
批
判
が
根
強
く
、
結
果
は
出
遅
れ
た
出
兵
で
敗
北
と
な
っ
た
責
任
が
問
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
多
数
派
と
な
っ
た
為
邦
批
判
勢
力
は
重
朝
を
擁
立
し
て
為
邦
を
隠
居
さ
せ
、

和
平
派
の
為
治
の
亡
命
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
そ
れ

故
に
重
朝
政
権
で
は
、
筑
後
権
利
の
回
復
は
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
文
明
九
年
の

幕
府
訴
訟
・
十
年
の
筑
後
出
兵
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

十
七
才
の
重
朝
が
、
父
為
邦
と
の
対
立
の
形
を
と
り
、
家
督
を
相
続
し
た
背
後
に
は
、
重
朝
を

表
に
立
て
た
菊
池
家
中
の
侍
た
ち
の
多
数
の
総
意
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
菊
池
家
中
の
侍
の

総
意
は
、
対
能
運
の
袈
裟
尾
合
戦
、
宇
土
為
光
の
推
戴
、
反
政
隆
勢
力
の
結
集
、
阿
蘇
惟
長
の
推

戴
と
菊
池
氏
宗
家
の
歴
史
の
節
目
の
い
ず
れ
に
も
現
れ
て
お
り
、
菊
池
氏
当
主
を
規
制
し
、
変
革

す
る
原
動
力
と
し
て
歴
史
に
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
、
最
大
勢
力
で
あ
る
隈
部
氏
の
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
重
朝

政
権
を
補
佐
し
、
家
中
を
動
か
し
た
の
が
隈
部
忠
直
で
あ
っ
た
。
た
だ
忠
直
が
反
為
邦
派
と
し
て

重
朝
擁
立
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
為
治
亡
命
に
よ
り
結
果
的
に
隈
部
一
族
代
表
者
と
し
て

城
・
赤
星
氏
と
と
も
に
重
朝
政
権
を
支
え
た
の
か
の
判
断
は
下
せ
な
い
。
忠
直
は
そ
の
名
乗
り
が

持
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
為
治
よ
り
年
上
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し

か
し
、
為
邦
時
代
に
は
為
治
が
一
族
を
代
表
し
、
忠
直
は
脇
役
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
忠
直

が
重
朝
の
老
者
と
し
て
一
族
を
代
表
し
て
い
る
時
、
為
治
の
後
継
者
と
見
ら
れ
る
次
郎
右
衛
門
武
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為
邦
の
一
字
を
得
て
の
名
乗
り
と
見
て
、
文
書
・
内
容
と
も
矛
盾
は
な
い
。

こ
れ
ら
文
書
五
通
は
、
筑
後
守
護
の
大
友
氏
が
、
こ
れ
ま
で
所
縁
を
作
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
筑
後
国
八
女
郡
矢
部
の
五
条
氏
を
味
方
に
つ
け
た
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
隈
部
為

治
が
関
わ
っ
て
い
る
。
文
書
に
は
年
代
を
欠
く
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
内
容
か
ら
判
断
し
て
文
明

九
〜
十
年
二
四
七
七
〜
一
四
七
八
）
で
あ
ろ
う
。

検
討
の
前
に
、
各
文
言
の
内
容
の
要
約
を
述
べ
る
。

①
隈
部
為
治
文
書
（
十
一
一
月
十
一
一
日
・
五
条
氏
宛
）

筑
後
山
中
勢
力
の
去
就
は
未
定
の
よ
う
だ
が
、
筑
後
の
大
半
は
大
友
方
と
な
っ
た
こ
と
、
五

条
氏
は
千
町
の
安
堵
で
な
く
、
五
百
町
の
安
堵
を
条
件
に
、
大
友
方
を
表
明
す
れ
ば
安
堵
状

を
入
手
で
き
る
。
大
内
氏
・
島
津
氏
も
大
友
に
音
信
が
あ
っ
た
。

②
大
友
政
親
書
状
（
十
一
一
月
一
一
十
九
日
・
隈
部
為
治
宛
）

五
条
良
邦
が
大
友
方
と
な
る
こ
と
を
申
し
入
れ
て
き
た
こ
と
。
所
望
の
地
を
筑
後
の
内
五
百

町
の
預
け
状
と
し
て
出
す
の
で
、
五
条
氏
が
大
友
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
指

一
不
Ｏ

③
大
友
政
親
預
け
状
（
十
一
一
月
一
一
十
九
日
・
五
条
氏
宛
）

大
友
政
親
、
五
条
氏
に
五
百
町
の
預
け
状

④
隈
部
為
治
書
状
（
正
月
十
一
一
日
・
五
条
氏
宛
）

政
親
の
預
け
状
を
受
け
取
り
、
守
護
代
に
持
参
し
て
内
容
を
確
認
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。

⑤
隈
部
為
治
書
状
（
｜
｜
月
二
日
・
五
条
氏
宛
）

豊
後
へ
の
五
条
氏
か
ら
の
使
者
派
遣
を
政
親
が
喜
び
、
為
治
も
面
目
を
施
し
た
こ
と
。
新
給

地
を
早
々
治
め
る
こ
と
。
昨
日
の
五
条
氏
か
ら
の
書
状
は
持
参
（
館
へ
）
し
て
御
前
に
置
い

こ
の
五
通
の
文
書
内
容
か
ら
、
為
治
は
、
大
友
政
親
の
館
の
あ
る
府
内
に
滞
在
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
こ
と
、
大
友
政
親
と
直
談
で
き
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
政
親
不
在
の
時
は
御
前

（
執
務
室
力
）
に
書
状
を
提
出
し
て
お
く
な
ど
、
館
の
出
入
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
大
友

方
に
信
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

為
治
の
名
乗
り
は
、
一
族
の
中
で
唯
一
、
菊
池
為
邦
の
上
の
一
字
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

但
馬
守
の
受
領
名
（
官
職
）
を
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
隈
部
一
族
で
は
筆
頭
の
地
位
に
あ
っ

た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
菊
池
三
重
臣
家
隈
部
氏
の
筆
頭
と
い
え
る
人
物
が
、
国
外

に
出
て
大
友
氏
と
五
条
氏
の
間
を
仲
介
し
、
従
来
の
菊
池
氏
と
の
結
び
付
き
か
ら
五
条
氏
を
離
反

さ
せ
る
画
策
を
行
っ
て
い
る
事
情
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。

南
北
朝
内
乱
以
来
、
大
友
氏
と
菊
池
氏
と
の
確
執
は
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
筑
後
守
護

職
に
端
を
発
し
て
い
る
。
一
方
、
海
を
隔
て
て
向
か
い
合
う
豊
後
の
大
友
氏
と
長
門
の
大
内
氏
も

対
立
・
抗
争
が
あ
り
、
大
友
持
直
は
大
内
盛
見
と
戦
い
、
盛
見
は
討
死
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
足

利
義
教
は
、
菊
池
持
朝
に
大
内
氏
を
助
け
、
大
友
氏
討
伐
を
命
じ
、
筑
後
守
護
職
を
与
え
る
こ
と

を
約
束
し
て
お
り
、
永
享
四
年
二
四
三
二
）
、
菊
池
持
朝
は
筑
後
守
護
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

幕
府
と
の
関
係
を
修
復
し
た
大
友
氏
は
筑
後
回
復
に
動
き
、
寛
正
三
年
（
一
四
六
一
二
、
足
利
義

政
は
大
友
政
親
に
筑
後
半
国
守
護
職
を
与
え
た
。
菊
池
為
邦
は
こ
の
処
置
に
納
得
せ
ず
、
寛
正
六

年
二
四
六
五
）
、
大
友
氏
と
の
間
で
高
良
山
合
戦
と
な
っ
た
が
、
大
将
肥
前
為
安
の
討
死
に
よ

る
菊
池
勢
敗
北
の
結
果
、
筑
後
一
国
す
べ
て
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
大
友
・
大
内
対
立
の
中
で
、
菊
池
は
大
内
氏
に
近
く
、
親
幕
府
路
線
の
大
友
氏
に
対

し
、
反
幕
府
の
行
動
を
取
っ
た
鎮
西
探
題
渋
川
教
直
の
亡
命
を
受
け
入
れ
る
な
ど
、
反
幕
府
的
姿

勢
が
あ
っ
た
。

文
明
九
年
二
四
七
七
）
、
菊
池
重
朝
は
幕
府
に
対
し
筑
後
半
国
守
護
を
訴
訟
し
た
が
認
め
ら

れ
ず
、
翌
十
年
に
は
筑
後
に
出
兵
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
成
果
は
な
か
っ
た
。
五
条
文

イ
生
さ
《
に
｝
」
し
」

1 弓
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特
に
、
人
数
の
多
い
隈
部
姓
で
複
数
の
家
の
存
在
の
可
能
性
は
、
両
史
料
を
通
し
て
い
く
つ
か

の
世
代
の
グ
ル
ー
プ
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
別
表
（
資
料
二
）
に
関
係
図
の
案
を
考

え
て
み
た
が
、
万
句
連
歌
で
三
家
か
ら
五
家
、
諸
侍
連
署
起
請
文
で
三
家
か
ら
五
家
に
隈
部
一
族

は
分
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
忠
直
系
（
直
）
と
武
治
系
（
治
）
が

主
流
で
は
な
か
っ
た
か
と
見
ら
れ
、
な
お
、
忠
直
の
父
-朝
豊
の
名
乗
り
と
官
名
に
つ
な
が
る
朝

系
は
忠
直
系
の
傍
流
で
あ
ろ
う
。

主
流
と
見
ら
れ
る
直
系
と
治
系
に
つ
い
て
、
忠
直
が
重
朝
の
老
者
代
表
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
が
、
彼
が
文
明
四
年
に
阿
蘇
山
本
堂
造
営
棟
別
銭
に
つ
い
て
、
肥
後
国
内
の
国
衆
た
ち
の

依
頼
責
任
者
と
し
て
奔
走
し
て
い
た
時
、
そ
の
補
佐
役
で
あ
っ
た
の
は
次
郎
右
衛
門
武
治
で
あ
る

が
、
彼
は
永
正
二
年
の
諸
侍
連
署
起
請
文
で
は
式
部
少
輔
を
称
し
、
連
署
の
位
置
か
ら
見
て
直
系

統
の
和
泉
守
宗
直
よ
り
格
上
で
あ
り
、
赤
星
・
城
・
隈
部
三
老
者
代
表
の
一
人
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
。
こ
の
直
系
・
治
系
隈
部
姓
の
ど
ち
ら
か
が
系
譜
上
で
最
後
の
隈
部
氏
宗
家
で
あ
る
親
永
、

親
泰
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
、
本
来
、
治
系
が
宗
家
で
あ
っ
た
と
見
て
は
い
る
が
、

後
述
の
為
治
事
件
で
忠
直
が
重
朝
老
者
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
か
ね
て
い
る
。

（
｜
｜
）
隈
部
為
治
の
存
在

隈
部
氏
の
中
に
は
、
系
図
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
係
史
料
を
検
討
す
る
時
、
歴
史
上

無
視
で
き
な
い
人
物
を
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
条
文
書
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
隈
部
但
馬
守
為
治
で
あ
る
。
こ
の
為
治
関
係
史
料
は
、
隈
部

武
治
書
状
三
通
・
大
友
政
親
書
状
一
通
・
大
友
政
親
預
け
状
一
通
の
計
五
点
で
、
『
隈
部
館
跡
Ⅱ
』

の
関
連
文
献
史
料
に
収
録
し
て
い
る
の
で
文
言
紹
介
は
省
略
す
る
。
為
治
の
名
は
他
の
肥
後
関
係

の
文
書
や
隈
部
系
図
に
な
い
こ
と
で
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
が
隈
部
一

族
で
あ
る
こ
と
は
「
隈
部
但
馬
守
為
治
」
の
書
状
の
上
書
き
で
動
か
な
い
し
、
為
治
の
「
為
」
は

〔
資
料
一
一
〕

隈
部
一
族
系
統
図
（
試
案
）
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史
料



文
亀
元
年
二
五
○
二
菊
池
能
運
は
老
臣
ら
家
中
の
侍
と
対
立
し
、
一
部
の
側
近
と
隈
府
を

脱
出
、
玉
名
の
一
族
肥
前
家
や
南
筑
後
の
兵
を
率
い
て
隈
府
の
西
の
袈
裟
尾
原
で
隈
府
の
老
臣
た

ち
の
軍
と
戦
っ
た
が
敗
北
し
、
肥
前
高
来
に
亡
命
し
た
。
隈
府
の
家
臣
た
ち
は
、
養
子
と
な
っ
て

宇
土
氏
を
嗣
い
だ
持
朝
の
子
・
為
光
を
守
護
に
擁
立
し
て
隈
府
に
迎
え
た
が
、
文
亀
三
年
に
能
運

は
そ
の
地
位
を
回
復
し
、
宇
土
氏
滅
亡
、
宇
土
氏
に
協
力
し
た
八
代
の
名
和
氏
は
本
拠
八
代
城
を

失
う
結
果
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
永
正
元
年
（
一
五
○
四
）
、
能
運
が
急
死
し
、
後
嗣
ぎ
が
な
か

っ
た
の
で
、
遺
言
に
よ
り
迎
え
ら
れ
た
の
が
、
一
族
肥
前
家
の
政
隆
で
あ
っ
た
。
政
隆
の
父
・
重

安
は
、
先
の
袈
裟
尾
原
の
合
戦
で
能
運
方
と
し
て
討
死
し
て
い
る
。
政
隆
は
隈
府
に
入
っ
て
家
督

を
胴
い
だ
が
、
家
中
は
政
隆
派
と
反
政
隆
派
に
分
裂
し
、
永
正
二
年
九
月
、
反
政
隆
派
二
十
二
人

は
阿
蘇
惟
長
に
起
請
文
を
送
り
、
武
力
対
決
に
お
け
る
後
援
を
求
め
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
大
友

氏
も
こ
れ
に
介
入
し
、
大
友
義
長
の
二
男
（
後
の
菊
池
義
武
）
を
送
り
込
む
案
も
生
じ
た
。
し
か

し
、
大
友
二
男
は
幼
少
の
故
に
、
結
果
と
し
て
惟
長
を
守
護
と
す
る
案
に
決
着
し
、
送
ら
れ
た
起

請
文
が
十
二
月
三
日
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
反
政
隆
・
惟
長
擁
立
の
連
署
者
は
万
句
連

歌
発
句
者
八
十
六
人
に
匹
敵
す
る
八
十
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
に
は
一
族
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
当
主
政
隆
へ
の
賛
否
は
宗
家
内
部
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
厳
密

に
言
え
ば
、
城
政
冬
や
隈
部
忠
豊
・
内
田
重
国
・
山
北
邦
続
な
ど
の
政
隆
派
は
含
ま
れ
て
い
な
い

が
、
内
古
閑
重
載
の
よ
う
に
連
署
に
参
加
し
て
い
な
が
ら
政
隆
派
と
な
っ
て
い
る
例
も
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
両
史
料
の
菊
池
家
中
の
侍
を
検
討
す
る
に
、
隈
部
姓
の
人
数
は
他
姓
に
比
べ
て
格
段
に

多
い
。
万
句
連
歌
で
は
隈
部
姓
は
十
人
、
次
に
四
人
記
さ
れ
る
の
が
赤
星
・
佐
藤
・
伊
牟
田
姓
、

三
人
が
城
・
小
森
田
・
内
古
閑
姓
で
あ
り
、
諸
侍
連
署
起
請
文
で
は
、
隈
部
姓
八
人
、
次
い
で
赤

星
姓
五
人
、
内
古
閑
・
小
森
田
・
竹
崎
姓
四
人
、
内
田
、
城
姓
三
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重

朝
時
代
・
能
運
時
代
の
菊
池
家
中
で
隈
部
一
族
が
最
大
の
勢
力
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
動
か
せ
な

い
。
さ
ら
に
永
野
・
阿
佐
古
氏
は
独
立
し
て
い
る
が
、
隈
部
の
一
族
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
隈
部
姓
の
侍
た
ち
は
、
そ
の
数
か
ら
み
て
親
子
、
兄
弟
と
い
っ
た
近
い
一
家
の
者
だ
け
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
万
句
連
歌
で
は
隈
部
氏
三
人
が
席
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
隈
府
に
館

を
構
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
受
領
名
（
国
司
）
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
同
格
の
中

央
官
職
を
称
し
て
い
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
に
は
格
差
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
受
領
名
等
を
称
し
て

い
る
者
は
独
立
し
て
一
家
を
構
え
た
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
万
句
連
歌
で
は
式
部
少
輔
・
上

総
介
・
対
馬
守
・
讃
岐
守
・
近
江
守
は
、
少
な
く
と
も
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
諸
侍

連
署
起
請
文
で
は
式
部
少
輔
・
和
泉
守
・
豊
前
守
は
格
上
で
独
立
の
存
在
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
若
年
の
当
主
の
場
合
は
、
官
名
低
く
、
後
に
上
昇
し
て
い
る
場
合
が
、
次
郎
左
衛
門

か
ら
式
部
少
輔
と
な
っ
て
い
る
武
治
、
八
郎
三
郎
か
ら
紀
伊
介
と
な
っ
て
い
る
朝
夏
も
い
る
の
で

一
概
に
云
え
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
隈
部
一
族
は
数
代
を
経
て
独
立
分
流
の
家
の
当

主
た
ち
複
数
の
集
合
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
早
く
分
か
れ
、
隈
部
の
西
方
に
苗
字

の
地
を
称
し
た
阿
佐
古
・
永
野
氏
の
よ
う
な
一
族
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
菊
池
氏
宗
家
直
属
の
家

臣
と
し
て
隈
府
城
下
・
隈
部
の
地
を
離
れ
な
か
っ
た
の
で
、
独
立
し
て
も
隈
部
姓
を
称
す
る
結
果

と
な
り
、
ま
た
、
主
君
の
直
臣
団
と
し
て
そ
の
周
辺
に
あ
る
故
に
結
束
力
も
強
い
存
在
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
一
般
に
名
乗
り
は
、
そ
の
家
の
一
字
を
継
承
す
る
こ
と
が
多
く
、
官
職
も
こ
れ
に
準
じ

る
。
官
職
を
得
て
い
な
い
者
は
、
ま
だ
若
年
か
家
格
の
低
い
者
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
名
乗
り
に
つ

い
て
は
、
こ
の
時
期
に
主
君
の
一
宇
を
与
え
ら
れ
る
場
合
も
生
じ
、
為
邦
の
「
為
」
や
「
邦
」
、

重
朝
の
「
重
」
や
「
朝
」
を
称
す
る
者
が
見
ら
れ
る
が
、
一
字
を
得
た
彼
ら
は
、
主
君
と
所
縁
強

い
者
で
あ
り
、
一
族
代
表
者
は
主
君
の
一
宇
で
も
格
の
高
い
上
の
字
を
名
乗
っ
て
い
る
。
文
明

十
三
年
二
四
八
二
と
永
正
二
年
二
五
○
五
）
の
両
史
料
は
、
二
十
余
年
の
差
が
あ
り
、
武
治

の
よ
う
に
同
一
人
の
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
間
に
は
親
子
、
あ
る
い
は
孫
ま
で
の
世
代
の
差
が
推

測
さ
れ
る
。
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肥
後
国
諸
侍
（
菊
池
被
官
）
起
請
文
人
名
一
覧
（
資
料
一
’二
）
〔
永
正
二
年
（
一
五
○
五
）
十
二
月
三
且

城
上
総
介
頼
岑

○
隈
部
式
部
少
輔
武
治

赤
星
弾
正
少
弼
重
規

内
古
閑
備
前
守
重
載

田
嶋
右
京
亮
重
実

小
森
田
安
芸
守
能
世

内
田
遠
江
守
重
国

長
野
備
前
守
運
貞

立
田
伊
賀
守
重
雄

窪
田
大
和
守
為
宗

○
隈
部
和
泉
守
宗
直

鹿
子
木
民
部
左
衛
門
尉
貞
治

御
宇
田
上
総
介
重
直

長
田
右
衛
門
尉
武
秀

出
田
刑
部
大
輔
重
綱

岩
河
蔵
人
允
運
秀

立
田
小
次
郎
重
徳

城
大
蔵
少
輔
敏
岑

○
隈
部
豊
前
守
貞
明

吉
田
左
衛
門
尉
公
世

北
山
城
守
公
村

○
隈
部
源
兵
衛
尉
守
治

関
部
新
左
衛
門
尉
朝
家

内
田
右
京
亮
重
貞

小
森
田
和
泉
守
朝
右

内
古
閑
二
郎
左
衛
門
尉
朝
貞

瀬
田
新
左
衛
門
尉
惟
夏

山
北
掃
部
助
景
直

臼
問
田
又
十
郎
武
益

○
隈
部
右
京
亮
尚
治

赤
星
右
近
允
武
規

宗
与
八
郎
盛
頼

瀬
田
兵
部
丞
惟
衛

竹
崎
忠
左
衛
門
尉
惟
豊

高
倉
図
耆
助
俊
直

○
隈
部
弥
七
郎
衛
年

相
良
式
部
少
輔
朝
長

吉
田
新
十
郎
公
棟

竹
崎
兵
部
丞
惟
直

赤
星
飛
騨
守
房
継

関
将
監
公
頼

古
閑
山
城
守
貞
載

高
橋
薩
摩
守
朝
景

若
薗
源
兵
衛
尉
忠
道

長
野
清
左
衛
門
尉
運
俊

阿
佐
古
清
左
衛
門
尉
能
清

内
古
閑
周
防
守
朝
誠

小
森
田
加
賀
守
高
世

平
山
十
郎
太
郎
能
世

○
隈
部
右
馬
助
重
門

合
志
蔵
人
少
輔
隆
岑

小
山
十
郎
三
郎
運
貞

関
部
 
満
龍
丸

小
森
田
四
郎
兵
衛
尉
運
衛

窪
田
式
部
丞
重
宗

山
井
丹
波
守
頼
直

赤
星
大
蔵
少
輔
重
生

○
隈
部
新
兵
衛
尉
頼
夏

城
弥
七
兵
衛
尉
昌
岑

御
宇
田
山
城
守
直
貞

佐
藤
日
向
守
重
秀

鹿
子
木
式
部
丞
房
貞

内
古
閑
神
十
郎
運
直

合
志
掃
部
助
隆
冬

馬
見
塚
藤
左
衛
門
尉
盛
秀

白
石
民
部
丞
朝
道

出
田
六
郎
貞
峯

佐
藤
式
部
丞
朝
佐

竹
崎
 
又
丞
丸

佐
野
伊
豆
守
朝
経

多
比
良
出
雲
守
朝
道

牧
右
馬
允
安
満

内
田
右
衛
門
尉
朝
藤

立
田
刑
部
少
輔
武
実

赤
星
安
芸
守
有
継

馬
見
塚
新
左
衛
門
尉
長
行

平
山
中
務
少
輔
秀
直

若
薗
源
兵
衛
尉
忠
村

竹
崎
二
郎
右
衛
門
尉
惟
次

馬
見
塚
左
衛
門
尉
盛
岑

中
山
対
馬
守
経
世

大
河
内
和
泉
守
氏
直

田
中
弾
正
忠
朝
宗

竹
崎
図
耆
助
惟
秀
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万
句
連
歌
発
句
作
者
と
場
所
一
覧

（
資
料
一
ｌ
｜
）

〔
文
明
十
三
年
（
一
四
八
二
八
Ⅱ
一
日
〕

重
朝
館
座
敷

（
菊
池
肥
後
守
）
重
朝周

持

北
 
高
房

湯
郷
式
部
少
輔
頼
種

赤
星
九
郎
重
規

城
為
冬
亭

城
右
京
亮

長
川
式
部
少
輔

合
志
太
郎

馬
見
塚
大
和
人
道

木
川
三
河
守

…○隈部上
総
介

石
員
民
部
少
輔

西
福
寺

宗
大
和
守

呂
崎
軍
作
亭

宮
崎
兵
部
少
輔

白
石
常
陸
介

方
保
山
丹
後
守

吉
田
兵
部
少
輔

弥
生
式
部
少
輔

竹
崎
惟
岑
亭

竹
崎
伊
豆
守

延
命
軒

山
北
邦
続
亭

山
北
対
馬
守
邦
続

鬼
鴫
出
羽
守
邦
久

伊
牟
田
兵
部
少
輔
家
吉

山
山
河
内
守
経
道

赤
星
遠
江
守
有
信

関
部
邦
宗
亭

関
部
伊
豆
守

高
嶋
近
江
入
道

鵬
長
門
守

平
川
与
三
左
衛
門

北
嶋
新
左
衛
門

平
川
儲
世
亭

平
川
遠
江
守

亦
星
中
務
丞

佐
藤
駿
河
守

○
隈
部
又
十
郎

市
Ⅲ
美
濃
守

若
薗
忠
幸
亭

若
薗
山
城
守
忠
幸

西
山
伊
賀
守
安
貞

伊
牟
田
加
賀
守
守
親

城
六
郎
重
岑

小
森
田
八
郎
左
衛
門
邦
治

小
森
川
重
世
亭

小
森
田
兵
部
少
輔

府
貫
主
税
助

小
森
田
三
河
守

宇
都
宮
次
郎

塚
本
伯
耆
守

…○隈部讃
岐
守
基
家

桜
井
播
摩
守
公
棡

南
福
寺
 
長
朝

荒
尾
和
泉
守
泰
直

伊
牟
田
上
野
入
道
宗
与

山
口
朝
昌
亭

山
口
九
郎
右
衛
門

佐
藤
兵
部
少
輔

久
多
良
木
伯
耆
守

安
楽
院

桜
井
大
蔵
少
輔

町
佐
古
武
貞
亭

阿
佐
古
式
部
録

瀬
田
兵
部
少
輔

竹
崎
出
雲
守

岩
野
山
城
守

秋
蔵
備
前
守

早
岐
邦
政
亭

早
岐
山
城
守

六
郎
次
郎

蔵
人
佐

祁
泉
守

山
井
重
続
亭

川
井
勘
解
由
允

内
古
閑
図
書
助

石
貫
広
福
寺

内
古
閑
周
防
守

内
古
閑
為
救
亭

内
古
閑
刑
部

佐
藤
大
和
守

○
隈
部
八
郎
三
郎

霜
野
院
主

○
隈
部
次
郎
右
衛
門

長
野
重
郷
亭

長
野
太
郎

鹿
子
木
兵
部

長
野
修
理
亮

○
隈
部
式
部
少
輔

佐
藤
式
部
少
輔

｜
隈
部
忠
門
亭
一

○
隈
部
対
馬
守

城
伊
豆
守

○
隈
部
近
江
守

赤
星
修
理
亮

道
田
加
賀
守

（
噸
成
寺
座
）

願
成
寺

願
行
寺

伊
牟
田
勘
解
由

方
保
田
藤
左
衛
門

木
葉
遠
江
守

（
多
聞
院
座
）

勝
蔵
坊

高
倉
川
羽
守

○
隈
部
新
左
衛
門

多
閉
院

常
楽
寺

弥
阿

吾
阿

朝
広

良
清

信
治

長
尊

家
俊

弘
直

珠
長

長
勢

安
芸
守

右
京
亮

因
幡
守

忠
直

安
元

広
誉

孝
空

重
信

盛
世

有
継

邦
佐

重
光

惟
実

○
隈
部

八
郎

武
貞

武
宗

ｆ
ｌ

Ｉ
ｌ
１

１

川

Ｉ

Ｉ
ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

△

二

孟

啼

１

１

Ｊ

遠
時

公
尚

邦
政

元
昭

英
冬

隆
門

惟
親

慈 惟
載 岑 惟 宥 重 其為

之盛 隆 秀 冬

氏 高 宗 元手｜
世 冬 次 雄 芽

公 契 良 邦 朝
岑 教 直 則 昌

為 元 右 重 重
成成 俊 員 郷 武 祐 朝 為 為

治 泉 夏 春 載

経 広 輩
-lll員政 世

誠 源 頼 重
長 宥 続 続

朝 公 守 頼 重
氏 夏 経 道 作

平 合 早
川 志 岐

高''1号竹
倉 崎 崎

守 公 惟
俊 興 氏

邦 有 情 朝 忠
世 直 本 成門

親 貞
勝 綱
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折
ふ
し
、
彼
国
に
下
り
国
侍
と
も
手
に
不
入
難
儀
に
及
事
あ
ら
ハ
、
互
に
頼
れ
申
へ
し
と

契
約
有
、
政
隆
を
当
国
に
て
菊
池
殿
と
号
す
、
案
に
不
違
、
親
重
国
侍
に
せ
は
め
ら
れ
、

日
向
に
た
ま
り
か
ね
、
菊
池
を
た
の
ミ
、
当
国
に
引
越
、
隈
府
に
移
住
し
給
ふ
故
、
隈
府

殿
と
申
、

雨
後
地
誌
略
六
』
（
宝
永
五
年
）
〔
追
加
史
料
三
’三
〕

（
こ
「
鶴
山
城
跡
、
宇
野
七
郎
親
治
、
鵺
山
に
城
を
築
き
て
居
住
す
（
略
）
七
郎
親
治
は
大
和
源

氏
に
て
、
保
元
の
乱
に
洛
中
に
て
平
基
盛
と
戦
て
檎
と
な
る
、
菊
池
に
預
け
ら
れ
て
山
鹿

に
住
す
、
其
子
孫
隈
部
と
称
号
を
改
め
、
菊
池
代
々
の
家
臣
な
り
（
山
鹿
由
来
記
ご

（
一
二
温
泉
郷
土
俗
の
説
に
昔
山
中
の
鹿
冬
日
此
所
に
集
り
、
浴
し
て
身
を
暖
む
る
を
見
て
、

温
泉
を
見
出
す
、
因
郡
の
名
を
山
鹿
と
号
す
と
云
う
、
隈
部
上
総
介
忠
直
建
て
た
る
温
泉

の
十
境
（
略
）

甲
原
雑
記
」
（
寛
文
三
年
頁
爾
後
古
記
集
鬘
所
収
）
〔
追
加
史
料
三
’四
〕

一
、
山
鹿
湯
ノ
町
別
当
ハ
、
た
と
ヘ
バ
昔
ハ
宇
野
七
郎
親
俊
嫡
子
宇
野
小
次
郎
親
治
、
此
代
二
湯

ノ
町
ノ
別
当
役
二
宇
野
を
御
免
被
成
、
宇
野
源
四
郎
と
申
、
是
よ
り
代
々
宇
野
を
名
の
り
役

を
勤
、
寛
文
中
二
て
別
当
跡
絶
、

四
、
万
句
連
歌
と
肥
後
国
諸
侍
連
署
起
請
文

（
｜
）
両
史
料
に
み
る
隈
部
一
族

こ
の
両
史
料
は
、
性
格
や
目
的
は
異
な
る
が
、
守
護
大
名
菊
池
氏
を
直
接
支
え
る
人
的
・
領
域

的
構
成
が
推
測
さ
れ
る
も
の
と
し
て
古
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
見
出

さ
れ
る
隈
部
一
族
の
名
と
系
統
、
菊
池
家
中
に
お
け
る
位
置
付
け
、
ま
た
、
両
史
料
間
の
二
十
余

年
の
時
間
差
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
両
文
書
と
も
関
連
文
献
史
料
と
し
て

報
告
書
『
隈
部
館
跡
Ⅱ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
万
句
連
歌
は
隈
部
氏
一
族
の
分
の
み
抄
出
）
。

問
題
と
な
る
の
は
、
両
史
料
に
列
記
さ
れ
て
い
る
菊
池
家
中
の
人
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
理
解
を

助
け
る
た
め
に
別
表
（
資
料
一
Ｉ
一
・
資
料
一
’二
）
に
整
理
し
た
。

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
菊
池
万
句
」
と
呼
ば
れ
る
連
歌
は
、
文
明
十
三
年
二
四
八
二
八

月
、
隈
府
に
お
い
て
菊
池
重
朝
が
主
催
し
た
も
の
で
、
千
句
を
二
座
で
受
け
持
ち
、
二
十
座
の
席

で
成
就
さ
せ
た
一
万
句
連
歌
で
、
そ
の
全
句
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
各
百
句
の
発
句
（
最
初

の
句
）
の
み
は
、
弘
治
二
年
二
五
五
六
）
に
城
越
前
守
親
賢
の
自
筆
写
本
（
県
指
定
重
要
文
化

財
）
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
発
句
と
作
者
名
、
ま
た
席
主
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
参
加
者
の
人
名
は
、
寺
家
を
除
い
て
菊
池
重
朝
の
直
臣
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
菊

池
・
合
志
・
山
鹿
・
山
本
・
玉
名
・
飽
田
・
詫
磨
の
肥
後
国
北
部
七
郡
の
領
主
た
ち
で
あ
る
。
た

だ
こ
れ
に
は
被
官
化
し
た
城
氏
、
赤
星
氏
は
別
と
し
て
、
宗
家
に
対
し
て
一
応
独
立
し
て
い
る
一

族
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、
木
野
氏
・
山
鹿
氏
（
山
鹿
郡
）
、
高
瀬
氏
・
肥
前
氏
（
玉
名

郡
）
・
千
田
氏
（
山
本
郡
）
・
出
旧
氏
（
飽
田
郡
）
・
菊
池
詫
磨
氏
（
詫
磨
郡
）
、
宇
土
氏
（
宇
土
郡
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
族
が
家
臣
と
は
別
扱
い
さ
れ
て
、
国
内
の
国
人
領
主
並
み
に
扱
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
文
明
四
年
二
四
七
一
二
の
阿
蘇
山
本
堂
造
営
棟
別
銭
の
催
促
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
は
、
文
明
四
年
二
四
七
二
）
の
阿
蘇
山
本
堂
造
営
棟
別
銭
の
催
促
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

万
句
連
歌
は
、
肥
後
国
守
護
大
名
で
あ
る
菊
池
氏
宗
家
が
直
接
把
握
し
て
い
る
直
轄
領
内
の
領

主
た
ち
を
連
衆
と
し
て
集
め
て
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
そ
の
二
十
余
年
後
の
永
正
二
年
二
五
○
五
）
十
二
月
三
日
作
成
の
「
肥
後
国
諸
侍
連

署
起
請
文
写
」
（
阿
蘇
文
書
）
も
、
菊
池
家
中
の
侍
た
ち
が
連
署
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主

君
の
催
し
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
意
の
侍
た
ち
だ
け
が
連
署
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
書

き
の
大
要
は
、
肥
後
国
の
守
護
と
し
て
阿
蘇
惟
長
（
大
宮
司
）
を
推
戴
す
る
こ
と
を
皆
で
申
し
定

め
た
の
で
、
今
後
二
心
な
く
行
動
す
る
と
誓
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解
の
た
め
に
は

時
を
遡
っ
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
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ま
た
一
時
代
前
の
永
正
二
年
の
諸
侍
連
署
起
請
文
の
代
表
者
隈
部
式
部
少
輔
武
治
は
、
九
月
五
日

の
連
署
起
請
文
に
つ
い
て
だ
け
は
「
山
鹿
式
部
少
輔
武
治
」
と
記
し
て
お
り
、
山
鹿
の
地
と
の
間

に
何
ら
か
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
宇
野
親
治
伝
承
の
展
望

隈
部
氏
が
中
世
後
期
に
源
姓
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宇
野
親
治
始

祖
説
と
絡
む
も
の
と
し
て
親
治
伝
説
の
検
討
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
隈
部
氏
の
祖
に
関
す
る
伝
承
記
録
の
中
で
は
、
山
本
郡
系
と
山
鹿
郡
系
の
も
の
が

考
え
ら
れ
る
。
山
本
郡
系
は
『
霜
野
物
語
』
・
『
花
群
山
参
詣
記
』
が
そ
れ
で
あ
り
、
山
鹿
郡
系
は

「
山
鹿
由
来
記
」
に
よ
る
と
い
う
井
沢
幡
竜
の
「
肥
後
地
誌
略
』
で
あ
る
。
山
本
郡
系
は
内
古
閑

氏
関
係
の
中
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
戦
国
期
に
内
古
閑
鎮
資
の
養
子
に
、
隈
部
親
永
の
次
男
が

迎
え
ら
れ
て
鎮
房
と
称
し
た
こ
と
か
ら
隈
部
氏
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
他
壼
日
離
間
書
』
に
も
城
村
城
篭
城
の
中
で
、
保
元
物
語
を
中
心
と
し
た
隈
部
氏
の
始
祖

に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
国
内
各
地
の
伝
承
を
集
録
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
時

代
は
遅
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

後
記
抄
出
の
〔
追
加
史
料
三
〕
の
内
容
か
ら
伺
わ
れ
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
城
北
地
方

の
伝
承
に
お
い
て
、
温
泉
・
宇
野
親
治
・
隈
部
氏
と
の
関
係
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
山
本
郡
系
で
は
、
宇
野
親
治
と
隈
部
氏
は
結
び
つ
け
ず
、
山
鹿
温
泉
と
宇
野
親
治
の
関

係
を
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
、
山
鹿
郡
系
で
は
、
宇
野
親
治
と
隈
部
氏
の
つ
な
が
り
を
伝
え
る
が
、

温
泉
と
宇
野
親
治
の
由
来
は
認
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
時
代
の
隈
部
氏
と
菊
池
氏
の
関

係
に
つ
い
て
の
共
通
の
歴
史
認
識
は
あ
っ
た
が
、
江
戸
前
期
の
段
階
で
は
、
宇
野
親
治
に
つ
い
て

は
別
の
伝
承
も
混
在
し
て
い
た
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
宇
野
氏
伝
承
の
根
源
は
何
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
『
中
原
雑
記
』
の
伝
承
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
興
味
深

い
。
こ
の
記
録
は
山
鹿
郡
西
牧
の
中
原
某
が
そ
の
祖
父
や
同
村
蓮
政
寺
の
住
職
了
巴
の
証
言
を
寛

文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
蓮
政
寺
は
山
鹿
湯
ノ
町
と
も
所
縁
深
い
寺

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
戦
国
末
期
に
お
け
る
山
鹿
湯
ノ
町
の
動
向
が
い
ろ
い
ろ
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
町
の
統
領
で
あ
る
別
当
家
の
伝
承
を
、
そ
の
部
分
の
み
抄
出
紹
介
し
た
。

そ
れ
は
、
別
当
家
が
宇
野
親
治
の
許
し
で
宇
野
源
四
郎
と
称
す
る
こ
と
に
始
ま
り
、
代
々
宇
野

姓
を
名
乗
り
、
中
原
雑
記
が
成
立
し
た
頃
ま
で
、
そ
の
子
孫
は
続
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
山
鹿
湯
ノ
町
に
お
い
て
、
中
世
に
遡
っ
て
宇
野
を
苗
字
と
す
る
家
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

証
言
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
家
が
宇
野
親
治
伝
承
と
結
び
付
く
根
源
で
あ
り
、
商
人
と
武
家

の
身
分
が
未
分
化
で
あ
っ
た
中
世
山
鹿
湯
ノ
町
の
町
衆
集
団
を
支
配
す
る
別
当
家
の
権
威
を
支
え

る
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
別
当
家
本
家
は
断
絶
し
た
が
、
一
族
は
そ
の
後
も
山
鹿

で
伝
承
を
伝
え
、
祖
先
の
称
揚
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中
世
後
末
期
に
宇
野
姓
を
称
し
た

山
鹿
湯
ノ
町
別
当
と
戦
国
後
期
に
山
鹿
郡
を
支
配
し
た
源
姓
隈
部
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
隈
部
系
図
理
解
に
は
、
こ
れ
ら
の
伝
承
も
念
頭
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
霜
野
物
語
』
（
元
禄
年
間
成
立
ヵ
）
（
「
肥
後
古
記
集
塵
所
収
）
〔
追
加
史
料
一
一
一
ｌ
｜
〕

（
略
）
親
永
の
先
祖
を
大
膳
大
夫
親
重
と
い
ふ
、
延
久
五
年
に
日
向
国
を
給
り
下
向
せ
ら
れ
し

が
、
国
中
の
者
に
せ
ば
め
ら
れ
、
国
の
住
居
成
り
か
た
く
、
菊
池
を
た
の
ミ
肥
後
に
来
た
り
、

隈
府
に
居
住
し
給
ふ
故
隈
部
と
ぞ
申
し
け
る
（
略
）

霜
群
山
参
詣
記
」
（
享
保
八
年
写
元
禄
九
生
成
立
力
）
（
「
肥
後
古
記
集
塵
所
収
）
〔
追
加
史
料
三
’二
〕

（
二
（
略
）
町
に
温
泉
有
、
此
湯
治
と
申
せ
し
は
、
大
昔
此
所
鹿
住
山
に
て
有
し
時
、
宇
野
源
次

郎
親
春
、
鹿
を
ね
ら
ひ
に
此
山
に
わ
け
入
、
此
場
を
見
付
、

（
一
二
（
略
）
隈
部
ハ
本
名
何
と
申
せ
し
と
も
知
ら
す
、
大
膳
大
夫
親
重
と
て
、
延
久
五
年
に
日
向

を
給
り
、
又
七
条
大
納
言
道
隆
卿
ハ
肥
後
菊
池
庄
を
給
て
、
同
前
に
都
を
打
立
下
り
給
ふ
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な
い
。
こ
れ
は
家
の
名
乗
り
の
字
以
外
に
主
君
の
名
乗
り
の
一
宇
が
与
え
ら
れ
る
例
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
朝
豊
は
持
朝
と
い
う
よ
り
、
そ
の
父
・
兼
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
朝
」
で
あ
ろ

う
が
、
忠
直
の
「
忠
」
は
何
か
。
持
朝
は
将
軍
義
持
の
一
宇
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
「
持
」
は

与
え
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
家
臣
に
与
え
た
の
が
「
忠
」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

為
邦
の
老
者
と
見
ら
れ
る
宮
崎
右
衛
門
大
夫
忠
利
・
某
忠
治
の
名
が
相
良
文
書
に
あ
り
、
阿
蘇

文
書
に
は
正
長
二
年
の
「
菊
池
持
朝
加
冠
状
写
」
で
は
「
惟
忠
」
と
与
え
て
い
る
。
忠
直
の
名
乗

り
も
持
朝
が
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
親
子
と
も
歴
代
主
君
か
ら
名
乗
り
の
一
字
を
も
ら
っ
て
い

る
こ
と
は
、
朝
豊
・
忠
直
の
家
系
は
一
族
の
中
で
も
格
の
高
い
家
で
、
主
君
菊
池
氏
と
の
つ
な
が

り
も
深
い
地
位
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
万
句
連
歌
」
に
は
忠
直
と
と
も

に
「
隈
部
八
郎
三
郎
朝
夏
」
の
名
が
あ
り
、
彼
は
後
に
「
紀
伊
介
」
を
称
し
、
相
良
氏
に
使
者
と

し
て
来
た
こ
と
を
沙
弥
洞
然
は
「
沙
弥
洞
然
長
状
写
」
（
相
良
文
書
）
に
記
し
て
い
る
。
忠
直
は

誕
生
の
翌
年
母
と
死
別
し
て
い
る
故
に
異
母
弟
が
お
り
、
父
の
名
乗
り
や
官
名
は
そ
ち
ら
に
継
承

さ
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
永
正
二
年
二
五
○
五
）
の
「
肥
後
国
諸
侍
起
請
文

写
」
に
は
「
隈
部
新
兵
衛
尉
頼
夏
」
の
名
が
あ
り
、
こ
の
系
統
は
忠
直
系
の
傍
流
と
し
て
存
続
し

た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
忠
直
は
「
上
総
介
」
の
官
名
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
銘
文
の
寛
正
二
年
二
四
六
二

に
は
「
兵
部
侍
郎
」
の
唐
名
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
は
兵
部
輔
で
あ
ろ
う
。
輔
に
は
大

輔
と
少
輔
の
上
下
が
あ
る
が
、
後
年
の
上
総
介
の
称
か
ら
み
て
、
称
し
て
い
た
の
は
兵
部
少
輔
で

は
な
い
か
。

ま
た
、
隈
部
氏
が
中
世
当
時
に
源
氏
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
碑
銘
で
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、

隈
部
系
図
の
大
和
源
氏
、
さ
ら
に
は
宇
野
親
治
始
祖
説
と
の
可
能
性
も
無
視
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
ま
た
、
別
の
発
想
も
可
能
で
あ
る
。
先
述
の
正
観
寺
文
書
・
広
福
文
書
に
見
ら
れ
る

「
隈
部
対
馬
守
」
と
註
記
さ
れ
る
文
書
の
「
源
秀
」
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
み
な
も
と

（
の
）
す
ぐ
る
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
源
姓
に
一
字
の
名
乗
り
を
持
つ
武
家
に
は
、
摂
津
国

の
渡
辺
党
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
同
流
と
さ
れ
る
肥
前
松
浦
党
の
武
家
た
ち
も
、
源
姓
で
一

宇
を
名
乗
る
。
松
浦
の
浦
々
や
島
々
や
五
島
列
島
は
、
伊
勢
神
宮
領
「
宇
野
御
厨
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
松
浦
党
の
武
家
た
ち
は
平
安
末
期
以
来
、
こ
の
御
厨
の
在
地
領
主
と
し
て
そ
の
支
配
権
の

一
部
を
継
承
し
て
い
た
。
さ
ら
に
下
松
浦
の
山
代
（
源
）
弘
は
父
の
正
か
ら
元
亨
元
年

二
三
二
二
、
筑
後
国
八
院
村
地
頭
職
を
譲
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
潴
郡
三
潴
荘
内
と

み
ら
れ
、
宇
野
御
厨
の
住
人
源
姓
の
武
家
の
九
州
内
陸
来
住
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
隈
部
氏
が
宇
野
親
治
と
結
び
つ
く
に
は
、
山
鹿
と
の
接
点
が
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
山
鹿
と
隈
部
の
関
係
が
証
明
で
き
る
の
は
天
文
十
九
年
二
五
五
○
）
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。

菊
池
能
運
死
後
の
粁
余
曲
折
の
肥
後
国
戦
国
時
代
史
の
展
開
は
、
最
終
的
に
菊
池
義
武
（
大
友

義
長
二
男
）
と
鹿
子
木
氏
の
没
落
し
た
天
文
十
九
年
を
も
っ
て
菊
池
氏
分
国
が
名
実
共
に
完
全
に

消
滅
し
、
菊
池
家
有
力
家
臣
は
大
友
氏
分
国
肥
後
の
中
で
一
郡
規
模
の
国
人
領
主
と
し
て
認
め
ら

れ
た
。
具
体
的
に
は
、
城
北
七
郡
の
菊
池
旧
領
は
、
飽
田
・
詫
磨
郡
を
城
氏
、
城
氏
の
後
の
山
鹿

郡
を
隈
部
氏
、
隈
部
や
菊
池
本
城
を
含
む
菊
池
郡
を
赤
星
氏
、
合
志
郡
を
合
志
氏
、
山
本
郡
を
内

古
閑
氏
に
分
け
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
隈
部
氏
は
本
来
の
苗
字
の
地
で
あ
る
隈
部
・
隈
府
の
地
を
捨
て
、
山
鹿
郡
に
移

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
城
氏
の
本
拠
と
な
っ
て
い
た
山
鹿
郡
城
村
城
で
は
な
く
、
隈
部
の
地

と
隣
接
す
る
永
野
の
地
に
移
っ
た
先
が
、
い
わ
ゆ
る
隈
部
館
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
が
、
そ
の
後
の
本

拠
と
な
っ
た
こ
と
は
、
後
年
の
合
瀬
川
合
戦
に
お
け
る
隈
部
・
赤
星
勢
の
布
陣
の
伝
承
か
ら
も
納

得
で
き
る
。
隈
部
氏
の
隈
部
の
地
に
対
す
る
未
練
は
か
な
り
強
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

隈
部
氏
本
宗
は
、
山
鹿
郡
の
中
心
山
鹿
の
地
を
本
拠
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
親
永
の
子

の
親
泰
が
城
村
城
に
居
城
し
、
ま
た
弟
の
親
広
が
山
鹿
西
部
の
西
牧
村
を
領
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

- 1 0 -



し
か

す
な
わ
ち

む
つ
 
き

の
事
或
は
異
な
る
と
雛
も
、
而
れ
ど
も
子
母
の
情
は
乃
ち
同
じ
、
我
纐
辨
の
中
に
在
っ
て

』
つ
し
な

・

つ

な

こ
 
あ
に
め
ぐ
り
あ
わ
せ
あ
ら

母
を
喪
い
、
遂
に
一

き
く
よ
書
っ

し
ょ
う
じ
ん

む
く

あ
た

せ
ん

成
鞠
養
の
恩
栄
は
、
消
塵
し
て
之
に
酬
ゆ
る
こ
と
能
は
ず
、
今
や
石
廟
一
基
を
立
て
、
先

ひ
と
く
 
し
し
る

こ
う
こ
ん

い
わ
ゆ
る

枇
の
徳
歯
を
録
し
て
、
之
を
口
後
昆
に
伝
え
、
以
て
所
謂
刻
木
・
感
隣
・
不
飲
・
泣
血
等

ぎ

す
こ
ぶ

の
圏
隠
圏
に
擬
せ
ん
と
欲
す
、
公
銘
せ
ん
と
し
て
再
三
に
請
う
、
余
ｎ
Ｈ
Ｕ
園
、
頗
る
其
梗

概
を
述
べ
、
Ⅱ
川
川

銘
に
曰
く

つ
れ
あ
い

藤
家
の
賢
女
 
源
氏
の
閨
侭

も
と
よ
り
 
つ
つ
し
み
お
こ
な
い
か

貞
心
素
有
り
誘
 
行
職
く
る
な
し

こ
い
 
は
な
は
だ
よ
る

内
外
和
協
し
 
壺
葬
【
山
回
し

え
ん
じ
 
せ
ま

世
に
住
む
こ
と
十
八
日
崎
嶮
に
逼
る

報
恩
一
句
 
蓮
経
七
枝

か
つ
 
り
ん
 
し

字
な
り
石
な
り
何
そ
曽
て
憐
繼
な
ら
ん

き
つ
ぜ
ん

こ
れ
 
み
 
こ
れ

屹
然
た
る
霊
廟
之
を
艫
之
を
仰
ぎち

ゅ
う
じ

慎
ん
で
遺
躰
を
奉
じ
 
伝
う
る
に
蒜
辞
を
以
て
す

寛
正
二
年
辛
巳
夏
五
月
二
十
五
日し

る

野
雨
㈱
贈
嬰
謹
ん
で
誌
す

よ

の

率

ご

か

や

山
「
嬰
」
は
け
の
字
か
（
原
孝
治
氏
の
指
摘
）

寸
ソ
４
才
ま

妙
「
鞭
間
圃
徒
営
兆
域
」
（
菊
池
風
土
室
訳
）
な
ら
耐
ち
今
復
た
兆
域
を
徒
営
し
」
と
な
る

③
「
畷
車
」
は
「
綴
社
」
の
誤
り
（
原
氏
の
に
撫
廻

な

④
「
勿
遂
承
顔
画
志
」
と
す
れ
ば
「
承
顔
の
志
を
遂
ぐ
る
勿
し
」
と
な
る
（
い
ず
れ
も
原
氏
の
指
摘
）

読
み
下
し
文
に
よ
っ
て
文
意
は
理
解
で
き
る
が
、
内
容
は
、
忠
直
の
父
は
紀
伊
守
朝
豊
、
母
は

藤
原
朝
行
娘
で
、
十
四
で
嫁
ぎ
、
十
七
歳
で
忠
直
を
生
む
も
、
翌
年
十
八
歳
で
死
去
し
た
こ
と
、

長
禄
三
年
二
四
五
九
）
は
、
三
十
三
回
忌
と
な
る
の
で
供
養
の
後
、
小
石
を
拾
い
集
め
て
法
華

経
を
一
字
一
石
に
写
し
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
二
に
完
成
し
た
の
で
供
養
塔
を
作
っ
て
埋
経
し

た
こ
と
、
忠
直
は
撰
者
に
対
し
、
中
国
古
来
の
孝
子
の
例
を
挙
げ
、
生
後
す
ぐ
母
を
失
い
孝
養
の

機
会
が
な
か
っ
た
の
は
運
命
で
あ
ろ
う
が
、
生
み
育
て
の
恩
は
月
日
を
重
ね
て
も
報
い
る
こ
と
が

で
き
ず
に
い
た
の
で
、
今
、
供
養
塔
を
作
り
、
亡
母
の
恵
み
を
子
孫
に
伝
え
、
中
国
の
孝
子
た
ち

の
故
事
に
習
い
た
い
と
云
い
、
撰
文
を
再
三
依
頼
さ
れ
た
の
で
（
引
き
受
け
）
、
概
要
を
述
べ
る
、

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
四
字
、
十
六
句
の
銘
を
加
え
て
い
る
。

撰
者
に
つ
い
て
は
「
徳
順
」
と
読
め
る
か
ど
う
か
自
信
は
な
い
が
、
「
野
釈
」
の
冠
字
か
ら
、

正
観
寺
な
ど
の
住
職
で
は
な
く
、
桂
庵
玄
樹
の
よ
う
に
菊
池
に
滞
在
中
の
禅
宗
系
の
学
僧
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
表
現
・
刻
字
か
ら
み
て
も
当
時
の
も
の
と
し
て
問
題
な
い
と
す
れ
ば
、
銘

文
の
内
容
は
撰
者
が
忠
直
か
ら
直
接
得
た
知
識
が
即
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
隈
部
氏
に
関
す

る
史
実
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
銘
文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
次

の
三
点
で
あ
る
。

ｍ
崩
心
直
の
父
の
名
と
官
名
が
判
明
す
る
こ
と
。

②
恩
直
の
も
う
一
つ
の
官
名
が
判
明
す
る
こ
と
。

③
隈
部
氏
は
源
氏
を
当
時
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

隈
部
系
譜
の
中
で
、
親
子
関
係
が
他
の
史
料
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
朝
豊
・
忠

直
と
最
後
の
親
永
・
親
泰
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朝
豊
と
忠
直
と
い
う
名
乗
り
は
つ
な
が
り
が

顔
氏
の
志
を
承
く
る
こ
と
勿
し

此
れ
豈
命
に
非
ず
や
、
然
れ
ど
も
生
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（
飲
）
 
（
哀
）
（
力
）
（
力
）
｜
祁

餅
七
日
之
哀
 
王
修
為
母
動
畷
團

在
纐
辨
之
中
喪
母
勿
遂
隷
顔
睡

４

｜志
、
此
豈
非
於
命
哉
、
然
生
成
鞠
養

之
恩
栄
消
塵
不
能
酬
之
、
今
也
立
石

（
伝
）

廟
一
基
、
録
干
先
枇
徳
歯
傳
之

口
後
昆
以
欲
擬
干
所
謂
刻
木
感

（
隣
）
 
（
力
）
（
力
）

郷
不
飲
泣
血
等
之
圖
個
 
公
銘

請
干
再
干
三
也
、
余
ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｕ

（
力
）至

頗
述
其
梗
概
同
Ｉ

銘
日

藤
氏
賢
女

貞
心
有
素

内
外
和
協

住
世
十
八

報
恩
一
句

（
ｕ
）

寛
正
二
年
辛
己
五
月
二
十
五
日

（
力
）
（
力
）
（
力
）

野
釈
徳
願
謹
誌

隈
部
忠
直
母
供
養
塔
銘
文
（
読
み
下
し
文
案
）
〔
追
加
史
料
二
’二
〕

ひ
ょ
う
ぶ
 
じ
 
ろ
う

兵
部
侍
郎
源
忠
直
の
母

し
よ
う
げ
ん

む
す
め

う
ま
れ
み

義
雲
慈
孝
禅
定
尼
は
、
将
監
藤
氏
朝
行
の
女
也
、
庚
寅
の
誕
の
質
也
、
姿
容
端
麗
、
四
徳

し
し

よ

兼
備
す
、
十
四
歳
に
し
て
嫁
し
て
紀
州
刺
史
源
氏
朝
豊
の
室
に
配
せ
ら
る
、
内
に
克
く
婦

士
季
》
）
し
」

あ
く
る
と
し
 
Ｉ
や
ま
い

礼
を
尽
し
、
外
は
允
に
九
族
に
親
し
む
、
十
七
歳
に
し
て
忠
直
を
生
む
、
其
明
年
嬰
疾
を

な

お
お

ち
よ
う
し
よ
う

徴
し
、
遂
に
粧
に
掩
は
る
、
春
秋
十
有
八
、
葬
に
長
瘍
の
礼
を
用
う
、
実
に
応
永
三
十
四

一

〕

（
力
）
き
 
と
き

年
丁
未
正
月
二
日
酉
刻
也
、
弦
の
長
禄
三
歳
己
卯
正
月
は
三
十
三
開
口
忌
ノ
辰
に
当
る
、

お

み
ず
か
ら
け
ん
せ
き

是
に
お
い
て
孝
子
忠
直
、
ｎ
Ｕ
之
日
を
遂
え
、
追
遠
の
誠
を
伸
べ
ん
と
、
躬
拳
石
を
収
拾

よ
う
や

し
、
漸
く
蓮
経
六
万
余
字
を
写
す
、
、
Ｕ
の
一
字
一
石
な
り
、
寛
正
目
年
辛
巳
国
回

す
で
お
わ
す
な
わ

だ
ん
ぜ
ん
き
ず

二
十
五
日
に
其
功
既
に
畢
る
。
蝿
ち
一
役
徒
ら
に
命
じ
て
兆
域
を
営
み
一
、
壇
琿
を
封
き
石
経

ま
こ
と

あ
ら

た
よ
こ
れ

を
蔵
せ
し
む
也
、
皇
に
孝
道
の
深
厚
な
る
に
匪
ざ
れ
ば
、
執
れ
か
能
く
此
に
至
る
者
あ
ら

む
か
し

な
げ
き
 
つ
く
 
そ
う

ん
や
、
忠
直
余
に
告
げ
て
曰
く
、
嶢
昔
子
美
は
母
の
た
め
に
泣
血
三
年
の
実
を
蝉
し
、
曽

し
ん

か
な
し
み
き
わ

ま
こ
と
う
ご
か

参
は
母
の
た
め
に
不
飲
七
日
の
哀
を
極
め
、
王
修
は
母
の
た
め
に
雨
圃
里
の
誠
を
動
し
、
隠

な
げ

け
い
そ
人

之
は
母
の
た
め
に
感
隣
の
歎
き
を
発
し
、
丁
生
は
母
の
た
め
に
刻
木
の
敬
を
存
す
、
今
昔

蓮 日 壺 諮 源

:雌患畠

今 歎 之
昔 、 誠
之 丁 、
事 生 隠
或 為 之
異 母 為

存 母
而 干 發
子 刻 於
母 木 感
之 之 郷 §
情 敬 之
乃 、
同 雌

､

慎 屹 字
奉 然 也

攝謡＆
へ

傳§曠哨何
以 之 一 曽
誌 仰 隣
辞 之 綣
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血 告
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我



誌
』
で
は
、
菊
池
郡
河
原
手
永
の
西
迫
間
村
、
桑
林
山
光
九
寺
の
補
記
（
割
註
）
に
お
い
て

「
其
銘
日
、
翁
巷
云
、
本
書
銘
文
誤
謬
ア
リ
 
依
テ
事
蹟
通
考
・
陣
跡
誌
二
拠
テ
訂
之
、
尚
蛭

村
明
治
十
七
年
二
八
八
四
）
四
月
石
碑
二
拠
テ
査
定
セ
シ
筆
記
ヲ
参
照
シ
テ
以
テ
載
之
」

村
明
治
十
七
年
二
八
八
四
）
四
月
石
碑
二
拠
テ
査
定
セ
シ
筆
記
ヲ
参
照
シ
テ
以
テ
載
之
」

そ
し
て
再
調
査
訳
文
も
加
え
て
校
合
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
解
読
文
を
検
討
す
る
に
、
寺
本
は
、
そ
の
場
で
忽
々
の
解
読
で
あ
り
、
旧
状
の
台
石
銘

故
に
見
に
く
か
っ
た
故
か
誤
読
も
多
い
。
ま
た
、
撰
者
・
筆
書
も
忠
直
で
あ
る
と
誤
っ
た
。
渋
江

は
地
元
の
強
み
で
余
裕
を
持
っ
て
解
読
し
た
と
見
ら
れ
、
句
点
を
入
れ
て
読
解
案
を
含
め
た
解
読

文
と
し
て
い
る
が
、
何
故
か
「
五
月
」
を
「
七
Ⅱ
」
と
誤
っ
て
い
る
。
ま
た
撰
者
に
つ
い
て
は

「
野
釈
徳
顕
」
と
読
み
、
正
観
寺
十
一
世
と
比
定
し
て
い
る
が
、
同
人
著
作
『
菊
池
風
土
記
』
の

「
正
観
寺
住
持
次
第
」
で
は
、
同
寺
十
一
世
は
「
周
讓
徳
恭
」
と
あ
り
、
応
永
以
前
の
人
で
あ
る

と
記
さ
れ
、
一
致
し
な
い
。
八
木
田
は
渋
江
の
読
み
に
従
っ
て
五
月
を
七
月
と
誤
っ
て
い
る
が
、

他
の
訳
文
と
校
合
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
か
な
り
相
違
が
あ
る
。
水
島
は
さ
ら
に
再
調
査
の
訳
文

も
参
照
し
た
と
前
書
に
も
註
記
し
て
い
る
が
、
誤
り
の
七
月
二
ヶ
所
の
う
ち
一
ケ
所
を
残
し
て
お

り
、
再
調
査
者
の
解
読
力
に
問
題
が
あ
っ
た
か
、
む
し
ろ
校
合
が
多
く
な
っ
た
だ
け
混
乱
も
生
じ

た
点
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
銘
文
は
、
こ
れ
ら
諸
書
に
よ
っ
て
世
に
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
来
そ
の
所
在
が
不

明
で
あ
り
、
筆
者
も
既
存
の
解
読
文
で
校
合
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
公
民
館
に
保
存
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
写
真
を
入
手
し
、
解
読
し
た
。
欠
落
部
分
も
あ
る
が
、
解
読
文

案
（
追
加
史
料
三
を
作
り
、
読
解
と
読
み
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
原
孝
治
氏
の
御
教
示
を
得
た

（
た
だ
し
、
同
氏
に
は
写
真
確
認
の
機
会
が
な
く
、
筆
者
の
訳
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
責
任
は
筆

者
に
あ
る
）
。

隈
部
忠
直
母
供
養
塔
銘
文
〔
追
加
史
料
二
ｌ
｜
〕

兵
部
侍
郎
源
忠
直
之
母

義
雲
慈
孝
禅
定
尼
者
、
将
監
藤

氏
朝
行
之
女
也
、
應
永
十
七
年

庚
寅
誕
質
也
、
姿
容
端
麗
 
四
徳

兼
備
十
四
歳
嫁
而
配
紀
州
刺

史
源
氏
朝
豊
之
室
内
克
蓋
於

婦
礼
、
外
允
親
於
九
族
、
十
七
歳

（
年
）
１

生
忠
直
、
其
明
季
嬰
徴
疾
遂
掩

粧
芙
、
春
秋
十
有
八
、
葬
用
長
瘍

之
礼
、
實
應
永
三
十
四
年
丁
未

正
月
二
日
酉
刻
也
、
弦
長
禄
国

歳
巳
卯
正
月
當
三
十
三
□
□

忌
辰
、
於
是
孝
子
忠
直
遂
□
□

之
日
、
伸
追
遠
之
誠
、
躬
収
拾
拳

石
、
漸
嶌
蓮
經
六
万
餘
字
□
□

之
一
字
一
石
琴
 
迄
干
寛
正
旦

年
辛
巳
囿
回
二
十
五
日
其
功

（
力
）
（
力
）

②

既
畢
美
、
鞭
詞
樹
捷
営
兆
域
、
封

壇
埠
蔵
石
經
也
、
皇
匪
孝
道
之

深
厚
、
執
能
至
干
此
者
與
乎
忠
直

_ ワ ー
』



申
候
、
使
者
永
野
右
京
亮
長
田
弾
正
忠
方
ま
で
遣
之
候
、
委
細
定
令
申
候
、
恐
々
謹
言

六
月
二
日
賀
々
丸

阿
蘇
殿

天
授
元
年
二
三
七
五
）
、
菊
池
攻
め
に
大
軍
を
催
し
て
肥
後
に
侵
入
す
る
九
州
探
題
今
川
了

俊
と
の
対
戦
を
控
え
、
菊
池
賀
々
丸
（
武
朝
）
が
阿
蘇
惟
武
に
協
力
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
惟
武
が

こ
れ
を
承
諾
し
た
の
で
出
さ
れ
た
礼
状
で
あ
る
。
所
謂
、
水
島
合
戦
を
控
え
て
の
文
書
で
あ
る
が
、

謝
礼
の
使
者
と
な
っ
た
永
野
右
京
亮
は
、
阿
佐
古
氏
と
と
も
に
隈
部
氏
か
ら
分
か
れ
て
独
立
し
た

家
と
さ
れ
る
。
永
野
氏
が
南
北
朝
後
半
期
に
菊
池
家
臣
と
し
て
隈
部
氏
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
宗
家
の
隈
部
氏
は
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
傍
証
と
な
る
。

隈
部
氏
は
南
北
朝
期
に
は
菊
池
氏
を
支
え
る
戦
力
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
苗
字
の
地
に
か
ら
む
隈
部
城
か
ら
の
推
測
と
も
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

三
、
隈
部
忠
直
母
供
養
塔
銘
文

二
）
再
解
読
と
歴
史
的
価
値

隈
部
氏
歴
代
の
中
で
、
具
体
的
に
そ
の
個
人
像
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
隈
部
忠
直
の
み
で
あ
る
。

菊
池
氏
三
代
に
仕
え
、
特
に
重
朝
を
補
佐
し
た
能
臣
と
し
て
中
央
に
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
諸
害
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
儒
学
や
詩
文
を
通
じ
た
五
山
系

禅
僧
た
ち
と
の
交
流
で
あ
り
、
中
で
も
菊
池
に
来
遊
し
た
桂
庵
玄
樹
と
の
間
に
は
、
そ
の
後
も
長

く
詩
文
の
応
答
が
あ
っ
た
。
近
来
の
川
添
昭
二
『
中
世
文
芸
の
地
方
史
』
に
も
こ
れ
ら
が
ま
と
め

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
江
戸
・
明
治
期
に
は
忠
直
の
叙
述
に
お
い
て
は
常
に
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、
近
来
、
忘
れ

ら
れ
て
い
る
も
の
に
旧
西
迫
間
村
光
九
（
久
）
寺
所
在
の
忠
直
母
の
追
善
供
養
一
字
一
石
塔
銘
文

が
あ
る
。
こ
の
銘
文
は
、
そ
の
都
度
、
校
合
・
解
読
が
加
わ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
の
で
、
訳
文

に
異
同
が
あ
る
。

そ
の
初
例
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
、
寺
本
直
廉
著
『
肥
後
見
聞
雑
記
』
所
収
で
、
著
者

が
明
和
二
年
二
七
六
五
）
五
月
十
五
日
に
採
訪
・
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
西
迫
間

村
光
久
寺
の
塔
銘
文
紹
介
の
う
ち
、

「
又
タ
門
前
二
道
を
隔
て
田
の
中
二
忠
直
建
立
之
経
塚
有
、
銘
文
者
忠
直
之
自
作
自
筆
也
、
銘
左

二
出
、
但
台
石
之
四
面
二
銘
有
、
塔
之
図
略
之
」

と
前
書
き
を
加
え
て
解
読
文
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
端
の
注
記
で
、
第
一
面
が
東
、
第
二

面
が
南
、
第
三
面
が
西
、
第
四
面
が
北
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
塔
が
後
年

動
か
さ
れ
て
た
の
で
、
旧
状
を
示
す
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

次
い
で
、
寛
政
六
年
二
七
九
四
）
、
渋
江
公
正
著
『
菊
池
風
土
記
』
巻
七
の
「
光
久
（
九
）
寺

に
在
る
墓
」
の
項
で
は
、

「
（
略
）
光
九
寺
の
道
下
に
在
り
、
昔
は
此
所
迄
寺
の
境
内
な
り
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
己

略
）
光
九
寺
の
道
下
に
在
り
、
昔
は
此
所
迄
寺
の
境
内
な
り
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
己

亥
十
月
十
一
日
、
今
の
寺
内
に
改
め
埋
む
、
経
塔
の
銘
左
に
記
す
」

と
前
書
き
が
あ
り
、
塔
が
移
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
次
は
、
天
保
十
二
年
二
八
四
二
成
立
の
八
木
田
政
名
著
『
新
撰
事
蹟
通
考
』
系
図
編

の
う
ち
、
系
図
之
十
「
隈
部
系
図
」
の
中
で
、
忠
直
の
項
に
注
記
と
し
て
銘
文
解
読
を
紹
介
す
る

が
、
前
書
き
に
割
注
し
て
、

「
菊
池
風
土
記
二
曰
、
此
塔
始
ハ
在
光
久
寺
ノ
道
下
、
旧
光
久
寺
境
内
也
、
安
永
八
年
十
月
移

建
光
久
寺
後
庭
之
岩
上
」

と
記
す
が
、
菊
池
風
土
記
は
「
今
の
寺
内
に
改
め
埋
む
」
と
記
し
、
「
光
久
寺
後
庭
之
岩
上
」
と

は
記
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
動
か
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
の
水
島
貫
之
（
蒻
巷
）
に
よ
る
『
増
補
校
訂
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球
磨
を
抑
え
、
芦
北
に
進
出
し
た
相
良
長
続
は
、
隈
部
に
使
僧
を
派
遣
し
、
菊
池
為
邦
に
芦
北

郡
支
配
の
承
認
を
求
め
た
。
芦
北
郡
で
は
、
二
見
城
の
薗
田
氏
を
最
前
線
と
し
て
高
田
・
八
代
の

名
和
氏
と
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
優
位
を
確
保
す
る
た
め
、
守
護
の
承
認
を
求
め
た
訴
訟
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
相
良
氏
の
使
者
は
為
邦
・
隈
部
・
そ
の
他
の
老
者
達
か
ら
ね
ん
ご
ろ
に
扱
わ
れ
、
為
邦

か
ら
確
約
の
文
書
も
得
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
守
護
館
の
中
で
、
隈
部
氏
は
為
邦
に
次
ぐ

老
者
筆
頭
の
地
位
に
あ
る
と
把
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
そ
の
後
の
関
連
文
書
が
あ
り
、
為

邦
の
安
堵
状
・
同
耆
状
・
菊
池
氏
老
者
書
状
・
菊
池
氏
使
者
書
状
（
い
ず
れ
も
相
良
文
書
）
が
あ
る
。

さ
ら
に
五
条
文
書
の
「
菊
池
為
邦
自
筆
書
状
」
舎
隈
部
館
跡
Ⅱ
』
所
収
）
は
、
菊
池
方
の
為
清

の
戦
果
を
伝
え
、
そ
の
反
動
と
し
て
、
筑
後
山
中
（
五
条
氏
の
所
在
地
・
八
女
郡
内
）
の
反
菊
池

の
動
き
を
警
戒
す
る
よ
う
隈
部
式
部
丞
に
申
し
付
け
た
こ
と
を
報
じ
、
一
方
で
、
筑
後
表
口
へ
の

出
兵
に
つ
い
て
は
、
守
護
代
城
兵
部
大
夫
を
山
鹿
ま
で
進
ま
せ
、
玉
名
の
肥
前
為
安
も
出
陣
し
た

こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
内
容
か
ら
、
こ
の
文
書
は
菊
池
勢
敗
北
、
大
将
為
安
討
死
の
寛
正

六
年
二
四
六
五
）
の
高
良
山
合
戦
直
前
の
時
期
に
発
せ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

筑
後
を
め
ぐ
る
菊
池
と
大
友
の
対
立
は
、
足
利
義
教
が
菊
池
持
朝
に
大
内
盛
見
を
援
け
、
大
友

持
直
討
伐
命
を
下
し
、
大
友
分
国
の
筑
後
を
菊
池
氏
に
与
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
大
友

氏
は
幕
府
と
の
関
係
を
復
し
、
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
、
足
利
義
政
は
筑
後
半
国
を
大
友
政
親

に
与
え
た
。
菊
池
為
邦
は
納
得
せ
ず
、
大
友
氏
と
の
間
に
寛
正
六
年
の
高
良
山
合
戦
で
敗
北
し
、

筑
後
国
守
護
職
は
大
友
氏
に
移
っ
た
。

為
邦
の
自
筆
圭
日
状
は
、
菊
池
氏
軍
事
行
動
に
お
け
る
一
方
の
責
任
者
と
し
て
隈
部
氏
を
起
用
し

て
い
る
。
隈
部
氏
は
本
拠
地
の
関
係
も
あ
っ
て
、
表
で
は
な
く
裏
方
の
隈
府
防
衛
や
筑
後
山
中
の

異
変
に
備
え
て
の
警
備
と
情
報
収
集
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
五
条
文
書
の
式
部
丞
が
、

相
良
文
書
の
持
朝
書
状
の
式
部
少
丞
と
同
一
人
か
ど
う
か
、
そ
の
間
の
二
十
年
の
時
間
差
は
可
能

で
は
あ
る
が
断
定
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
隈
部
氏
の
存
在
を
遡
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
る
史
料
に
つ
い
て
追
加
検
討
し
よ
う
。

①
「
源
秀
書
状
」
（
正
塑
蔓
害
広
篭
守
文
書
）
「
隈
齪
鵬
跡
Ⅱ
」
所
収

正
観
寺
文
書
の
源
秀
は
、
寺
の
訴
訟
を
主
君
（
菊
池
氏
）
に
取
り
次
ぎ
、
決
裁
を
得
た
こ
と
を

寺
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
広
福
寺
文
書
の
源
秀
は
、
菊
池
一
族
の
肥
前
家
遺
族
の
妙
悟
の

寄
進
田
地
問
題
を
肥
前
家
当
主
と
の
折
衝
で
解
決
し
た
こ
と
を
寺
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
正
観
寺
文
書
の
源
秀
書
状
に
は
、
「
応
永
三
十
三
年
二
四
二
六
こ
と
小
字
注
記
が
あ
り
、

奥
端
裏
に
は
「
隈
部
対
馬
守
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
寺
の
訴
状
の
取
り
次
ぎ
や
、
寄
進
田
地
に
つ

い
て
遺
族
当
主
と
寺
の
間
の
仲
介
に
立
つ
こ
と
は
、
家
中
で
当
主
菊
池
氏
に
近
い
相
応
の
地
位
に

あ
る
人
物
で
な
け
れ
ば
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
応
永
三
十
三
年
と
隈
部
対
馬
守
は
、
後
筆
と
し
て

も
、
そ
の
史
実
と
し
て
の
可
能
性
高
い
・

②
光
九
寺
五
輪
塔
碑
銘
〔
追
加
史
料
一
’三
〕

後
述
の
隈
部
忠
直
母
供
養
の
一
宇
一
石
塔
銘
文
内
容
と
一
致
し
、
忠
直
建
立
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

紀
伊
守
源
朝
豊

潭
月
延
龍
禅
定
門

嘉
吉
三
癸
亥
八
月
二
十
二
日

応
永
三
十
四
年
末
一

義
雲
慈
孝
禅
尼

正
月
二
日

『
菊
池
風
土
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
忠
直
の
父
・
朝
豊
が
嘉
吉
三
年
二
四
四
三
）
、
母
が

応
永
三
十
四
年
二
四
二
七
）
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

③
「
菊
池
賀
々
丸
武
朝
書
状
写
」
（
阿
蘇
文
書
）
〔
追
加
史
料
一
’四
〕

先
日
申
入
候
虎
、
預
委
細
御
返
事
候
之
条
、
恐
悦
無
極
候
、
〈
略
）
今
愚
身
貴
方
之
外
無
侭
申

方
候
、
随
而
可
被
懸
御
意
之
由
、
蒙
仰
候
、
恐
悦
之
至
、
難
尽
紙
状
候
、
此
等
次
第
、
先
為
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木
庭
は
本
来
、
菊
池
一
族
・
城
氏
の
本
拠
地
で
、
字
「
古
城
」
の
城
跡
は
城
林
城
と
呼
ば
れ
て

き
た
。
豊
後
か
ら
出
兵
し
て
き
た
大
友
勢
が
、
隈
府
の
菊
池
本
城
と
対
時
し
て
陣
を
構
え
る
た
め

確
保
し
た
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
隈
部
は
木
庭
の
西
側
を
指
す
地
名
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
木
庭
に
陣
を
構
え
た
朽
網
親
満
は
、
手
始
め
に
「
隈
部
西
寺
」
に
出
勢
、
さ
ら
に

木
野
・
山
鹿
、
隈
庄
・
山
本
・
内
古
閑
の
敵
城
を
攻
め
た
と
述
べ
る
が
、
西
寺
は
隈
府
の
西
南
の

平
坦
地
で
あ
る
。
こ
の
西
寺
の
地
を
隈
部
の
内
と
見
る
か
、
隈
部
と
対
す
る
地
と
見
る
か
、
見
解

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
隈
部
と
は
菊
池
郡
北
部
の
菊
池
本
城
と
そ
の
城
下
町
隈
府
を

含
む
迫
間
川
流
域
一
帯
、
す
な
わ
ち
、
大
ま
か
に
隈
府
扇
状
地
を
指
し
て
い
る
地
名
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

（
二
）
隈
部
氏
の
初
見

隈
部
氏
の
名
が
文
献
上
で
確
認
で
き
る
の
は
十
五
世
紀
中
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
「
菊
池
持
朝
書

状
」
（
相
良
文
聿
三
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

〔
追
加
史
料
-
１
｜
〕

（
伽
）
 
（
ｆ
）

前
日
進
隈
部
式
部
少
丞
候
之
虚
、
段
勤
之
御
返
妻
喜
悦
候
、
随
而
泰
朝
壹
逗
留
山
門
院
之
由

（
蝋
）
 
（
事
）

其
聞
候
、
御
領
中
壹
候
間
、
佐
敷
同
前
候
哉
、
早
速
可
被
仰
付
候
、
井
佐
敷
相
残
人
々
壹
御

成
敗
候
者
可
然
候
、
為
其
兼
申
定
子
細
候
、
同
者
能
御
申
御
沙
汰
候
者
歓
心
候
、
恐
々
謹
言

六
月
十
日

持
朝
（
花
押
）

薗
田
主
計
允
殿

菊
池
持
朝
は
、
前
回
、
隈
部
式
部
少
丞
を
使
者
に
派
遣
し
、
問
題
は
解
決
し
て
い
た
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
不
充
分
で
あ
る
と
、
相
良
支
配
下
の
芦
北
衆
代
表
者
と
見
ら
れ
る
二
見
城
主
の
薗

田
氏
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
二
月
十
八
日
付
、
四
月
二
十
二
日
付
の
持
朝
書
状

（
い
ず
れ
も
相
良
文
書
）
が
関
連
し
て
い
る
。
持
朝
は
一
族
の
高
瀬
泰
朝
と
対
立
し
、
追
わ
れ
た

泰
朝
は
一
族
と
と
も
に
相
良
支
配
下
の
芦
北
郡
佐
敷
に
亡
命
し
て
い
た
。
持
朝
は
相
良
氏
に
使
者

を
送
り
、
泰
朝
は
 
．
身
当
敵
、
孫
々
子
々
煩
候
」
と
敵
意
を
強
調
し
、
国
外
追
放
を
要
求
し
、

そ
の
使
者
と
な
っ
た
の
が
隈
部
式
部
少
丞
で
あ
っ
た
。
持
朝
と
泰
朝
の
確
執
の
原
因
は
定
か
で
は

な
い
が
、
対
朝
鮮
貿
易
権
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
高
瀬
氏
は
菊
池
川
河
口
高
瀬
津
を
抑
え

て
お
り
、
内
外
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
た
。
球
磨
か
ら
芦
北
に
進
出
し
た
相
良
長
続
も
、
八
代
海
に

出
口
を
得
て
内
外
貿
易
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
高
瀬
氏
の
経
験
を
吸
収
し
た
い
と

佐
敷
滞
在
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
持
朝
は
隈
部
氏
を
使
者
と
し
て
交
渉
し
、
泰

朝
の
国
外
追
放
を
承
諾
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
泰
朝
に
未
練
の
あ
る
相
良
氏
は
、
泰
朝

だ
け
を
薩
摩
国
山
門
院
に
移
し
、
持
朝
の
要
望
に
答
え
た
と
み
せ
た
が
、
持
朝
は
、
他
国
で
は
あ

る
が
山
門
院
は
相
良
領
で
あ
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
佐
敷
に
残
留
し
て
い
る
泰
朝
関

係
者
も
同
じ
く
処
置
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
月
二
十
二
日
付
の
持
朝
書
状
は

関
連
文
書
か
ら
持
朝
の
父
・
元
朝
の
死
去
、
文
安
元
年
二
四
四
四
）
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
持

朝
死
去
は
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
い
で
長
禄
四
年
（
寛
正
元
年
・
一
四
六
○
）
の
「
相
良
長
続
書
状
」
（
相
良
文
言
）
は
次
の
様

に
述
べ
る
。

〔
追
加
史
料
-
１
｜
｜
〕

（
前
略
）
又
、
く
ま
へ
二
光
東
寺
坊
主
進
□
て
候
、
昨
日
罷
帰
ら
れ
候
、
殊
外
屋
形
・
隈
部
方
．

（
マ
マ
）

其
余
達
行
達
ね
ん
こ
ろ
二
申
候
、
こ
れ
に
就
、
芦
北
の
事
、
肥
州
よ
り
八
幡
二
御
か
け
候
て

（
符
 
￥
凸
）

せ
い
こ
ん
状
を
あ
つ
か
り
候
、
同
り
ほ
う
も
せ
い
こ
ん
状
を
も
て
念
比
二
申
さ
れ
候
、
目
出

候
、
委
敷
重
々
可
申
承
事
候
、
恐
々
謹
言

三
月
十
六
日

長
続
（
花
押
）

薗
田
主
計
允
殿
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菊
池
氏
宗
家
を
胴
い
だ
武
光
の
政
務
や
軍
事
に
は
、
武
重
が
定
め
、
武
士
の
時
代
に
機
能
し
て

い
た
一
族
を
結
集
し
た
「
内
談
衆
」
と
、
そ
の
代
表
「
管
領
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
痕
跡

は
な
い
。
他
姓
の
郡
内
武
家
領
主
た
ち
を
被
官
化
し
て
直
属
兵
力
を
増
強
し
、
そ
の
中
か
ら
守
護

代
を
命
じ
て
政
務
も
担
当
さ
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
戦
に
お
い
て
、
従
来
の

一
族
の
戦
力
の
比
重
も
相
応
の
も
の
が
あ
り
、
肥
前
守
武
澄
が
副
将
と
な
っ
て
い
る
理
由
も
一
族

武
力
の
結
集
が
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
は
見
ら
れ
る
が
、
武
澄
に
は
肥
後
守
武
光
の
下
で
政
務
上

の
役
割
が
あ
っ
た
痕
跡
は
な
い
。

戦
国
後
半
期
ま
で
、
隈
部
氏
に
は
居
城
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
隈
部
氏
は
隈
部
城
ご
と

武
光
の
直
臣
団
と
な
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
隈
部
氏
か
ら
分
か
れ
た
一
族
と
さ
れ
る

永
野
氏
・
阿
佐
古
氏
に
は
、
菊
池
市
西
の
旧
菊
鹿
町
（
現
山
鹿
市
）
に
苗
字
の
地
が
あ
る
。
隈
部

氏
本
流
は
隈
部
の
地
を
動
か
ず
、
隈
部
城
周
辺
に
居
住
し
た
故
に
苗
字
を
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。

南
北
朝
内
乱
期
に
隈
部
氏
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
隈
部
氏
と
と
も
に
室
町
期
の
菊
池
家
三
重
臣

の
家
と
さ
れ
る
赤
星
氏
と
城
氏
は
一
太
平
記
』
に
そ
の
名
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
二
家
は
、
当
時
、

一
族
と
し
て
兵
を
率
い
た
一
方
の
将
で
あ
り
、
後
に
家
臣
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
隈
部
氏
の
場

合
、
そ
の
武
力
は
菊
池
宗
家
の
直
属
の
戦
力
と
し
て
、
主
君
の
手
柄
と
な
り
、
そ
の
名
が
表
に
顕

れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
北
朝
内
乱
期
、
武
光
以
降
の
菊
池
氏
宗
家

は
隈
部
氏
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
確
認
で
き
る

史
料
は
見
出
せ
な
い
。

次
い
で
地
名
は
、
そ
の
場
所
・
範
囲
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
永
正
三
年
二
五
○
六
）
の

「
山
北
邦
続
・
内
田
重
国
連
署
状
」
（
相
良
文
書
）
と
、
同
年
の
「
朽
網
親
満
書
状
写
」
（
碩
田

叢
史
）
は
、
隈
部
の
地
を
「
木
庭
」
と
対
比
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

菊
池
能
運
が
死
去
し
、
遺
言
に
よ
り
菊
池
家
に
迎
え
ら
れ
た
一
族
肥
前
家
の
政
隆
に
対
し
、
菊

池
家
中
で
は
親
政
隆
派
と
反
政
隆
派
の
対
立
が
武
力
対
決
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
が
、
そ
の
均

衡
は
、
な
か
な
か
破
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
豊
後
の
大
友
氏
が
反
政
隆
派
を
助
け
、
軍
勢
を
派

遣
し
た
の
で
、
政
隆
派
は
隈
府
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
派
の
山
北
・
内
田
氏
は
、
大
友
勢

が
隈
部
の
近
所
の
木
庭
に
陣
を
置
い
た
と
述
べ
、
山
鹿
・
隈
本
・
隈
庄
防
衛
線
確
保
の
た
め
政
隆

は
内
古
閑
城
（
山
本
郡
）
に
移
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

西
迫
間

〆

〆

｢隈部｣推定地域

袈 裟 尾

匝司

大琳寺 北宮

湧秘：

出 田

ご穆禍帆

_翰身型

木庭

中世地名「隈部」の概念図
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｜
、
は
じ
め
に

中
世
隈
部
氏
の
歴
史
把
握
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
の
上
か
ら
は
き
び
し
い
状
況
下
に
あ
る
。

天
正
十
五
年
二
五
八
七
）
の
「
肥
後
国
衆
一
楼
」
の
張
本
と
し
て
隈
部
氏
は
滅
亡
し
て
い
る

の
で
伝
来
の
文
言
は
な
く
、
他
家
史
料
の
中
か
ら
関
係
文
言
等
を
拾
い
出
す
作
業
を
菊
鹿
町
文
化

財
調
査
報
告
第
十
一
集
『
隈
部
館
跡
Ⅱ
』
で
行
っ
た
が
、
そ
の
数
量
は
、
本
稿
で
今
回
追
加
紹
介

し
た
も
の
を
加
え
て
も
わ
ず
か
な
量
で
あ
る
。

ま
た
、
菩
提
寺
に
歴
代
の
墓
碑
や
供
養
塔
が
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
ほ
ど
で
も

な
く
、
一
方
で
『
隈
部
物
垂
理
・
『
隈
部
軍
記
』
な
ど
の
記
録
は
天
正
の
「
国
衆
一
摸
」
に
限
ら
れ

た
内
容
で
あ
る
上
、
古
老
の
記
憶
に
頼
っ
た
近
世
の
編
纂
物
で
あ
る
。

隈
部
系
図
に
つ
い
て
も
、
伝
来
文
書
は
な
い
の
で
、
何
を
基
に
作
成
さ
れ
た
か
由
緒
が
分
か
ら

な
い
し
、
系
図
人
名
の
存
在
を
証
明
で
き
る
史
料
を
提
示
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
、
世
系
の
つ
な

が
り
を
証
明
す
る
手
が
か
り
は
、
殆
ど
つ
か
め
な
い
。

本
稿
は
、
当
初
、
隈
部
系
図
の
構
成
と
増
補
の
分
析
に
よ
り
、
隈
部
氏
世
系
確
定
へ
の
可
能
性

を
求
め
た
が
、
考
察
・
判
断
を
加
え
る
ほ
ど
の
史
料
を
見
出
し
得
ず
、
基
礎
的
史
料
の
把
握
と
内

容
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
親
永
以
前
の
隈
部
氏
世
系
を
含
め
た
歴
史
の
確
認
と
、
派
生
す
る
問
題

を
含
め
た
隈
部
氏
の
歴
史
的
評
価
の
試
案
に
と
ど
め
た
。

二
、
地
名
隈
部
と
隈
部
氏

（
二
地
名
と
し
て
の
隈
部

「
隈
部
」
と
い
う
言
葉
は
地
名
で
あ
り
、
隈
部
氏
は
そ
の
地
名
を
苗
字
と
す
る
一
族
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

隈
部
の
初
見
は
城
名
と
し
て
現
れ
る
。
南
北
朝
内
乱
前
期
、
正
平
四
年
二
三
四
九
）
と
推
定

さ
れ
る
「
惠
良
惟
澄
申
状
追
書
写
」
（
阿
蘇
文
書
）
で
あ
り
、
次
い
で
内
乱
末
期
の
康
暦
元
年

（
一
三
七
九
）
と
見
ら
れ
る
「
今
川
了
俊
書
状
写
」
（
阿
蘇
文
書
写
）
で
あ
る
。

恵
良
惟
澄
は
、
菊
池
武
光
が
合
志
幸
隆
に
奪
わ
れ
て
い
た
菊
池
本
城
を
攻
め
、
外
城
を
奪
い
焼

き
払
っ
た
が
、
さ
ら
に
翌
日
に
は
「
隈
部
城
」
の
敵
を
追
落
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
、
武

光
は
菊
池
本
城
を
攻
め
落
す
こ
と
が
で
き
ず
、
転
じ
て
隈
部
城
を
一
日
で
落
し
た
の
は
、
城
の
規

模
も
小
さ
く
、
守
備
兵
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
今
川
了
俊
は
、
菊
池
攻
め
の
最
終
段
階
に
お
い
て
「
菊
池
事
ハ
、
陣
の
城
、
く
ま
目
の

城
、
木
野
城
な
ど
、
更
々
兵
糧
な
き
時
分
に
て
候
問
」
、
や
が
て
落
城
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
「
く
ま
目
の
城
」
が
「
隈
部
城
」
で
あ
る
こ
と
は
他
の
史
料
か
ら
推
定
で
き
る
。

た
だ
、
こ
の
菊
池
城
攻
防
戦
の
最
終
段
階
で
、
菊
池
方
の
防
衛
拠
点
が
、
隈
部
城
を
本
城
に
、
西

の
木
野
城
、
南
の
平
坦
部
の
陣
の
城
と
し
て
構
成
さ
れ
、
二
文
書
を
比
べ
る
時
、
菊
池
氏
の
本
城

移
動
が
明
ら
か
で
あ
る
。
内
乱
前
期
、
合
志
幸
隆
が
奪
っ
た
菊
池
本
城
と
は
「
深
川
菊
の
池
の

城
」
を
指
す
が
、
そ
れ
は
今
川
了
俊
の
い
う
「
陣
の
城
」
で
あ
り
、
北
の
山
際
に
あ
る
「
隈
部

城
」
は
後
衛
の
城
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
内
乱
に
末
期
に
は
「
陣
の
城
」
は
「
く
ま
目
の
城
」

の
前
衛
の
城
と
な
り
、
後
衛
の
城
で
あ
っ
た
「
く
ま
目
の
城
（
隈
部
城
匡
が
本
城
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
系
図
等
の
い
う
武
政
時
代
の
こ
と
で
は
、

状
況
か
ら
考
え
て
無
理
が
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
武
光
の
時
代
に
本
城
を
移
し
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
武
光
は
菊
池
氏
当
主
と
な
っ
て
か
ら
山
地
を
背
景
と
し
た
防
禦
力
の
高
い
隈
部
城
を
改

修
し
て
本
城
と
し
た
の
で
あ
り
、
以
後
、
菊
池
氏
宗
家
の
居
城
と
し
て
定
着
す
る
。

し
か
し
、
隈
部
の
地
名
に
よ
り
隈
部
氏
の
苗
字
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
隈
部
城
は
、
本
来
、
誰

の
城
で
あ
っ
た
か
。
隈
部
氏
の
城
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
菊
池
氏
が
隈
部
城
を

本
城
と
し
た
と
す
れ
ば
、
隈
部
氏
は
ど
う
な
っ
た
か
。

O
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〔
付
論
六
〕

隈
部
氏
関
係
墓
礎
的
資
料
の
再
検
討

一
、
は
じ
め
に

二
、
地
名
隈
部
と
隈
部
氏

（
二
 
地
名
と
し
て
の
隈
部

蘇
品
保
夫

（
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会
長
）

一
一
一
、

（
二
）
隈
部
氏
の
初
見

隈
部
忠
直
母
供
養
塔
銘
文

（
二
 
再
解
読
と
歴
史
的
価
値

（
二
）
宇
野
親
治
伝
承
の
展
望

四
、
万
句
連
歌
と
肥
後
国
諸
侍
連
署
起
請
文

（
二
）
隈
部
為
治
の
存
在

五
、
ま
と
め

（
ご
 
両
史
料
に
見
る
隈
部
一
族

阿


